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|開催同'司令和4年6月3○口 (木)午後4時
|關擢瘍孟~|忌議室司法修習生指導室堺支部大会議室及び岸和田支部大会議

｜室
(テレビ会議システムの方法による）

一冒一|副"…鐙，|出席者

議事の経過の要領及びその結果

1 承認事項

事務分配及び裁判官の配置等規程の一部変更について

別添承認事項1丁から78丁までについていずれも承認

2決議事項 ′

(1)執行官の退職基準年齢等に関する規程について

別添決議事項1丁から5丁までのとおり決議

（2） 事務分配及び裁判官の配置等規程の一部変更について

別添決議事項6丁から23丁までのとおり決議
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裁判所事務官



出欠表 大会議宰(別紙）

(令和4年6月30日）【民事部裁判官】
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司法修習生指導室

(令和4年6月30日）【民事部裁判官】
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B＝一‐口■■‐‐ー－－■■■■‐‐■■一口‐q■‐‐‐ー■■

､ヰローロ‐‐~‐。■

小川
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欠
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得
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17 徳増 誠一
■‐■■‐‐‐ロ■ ■■‐■■‐‐ー■■■■‐■■弓■■‐■■■‐■‐■■■■ ■■■■■■■■

葛西功洋
、 。■‐｡■。■ ロ■ ■■ q■‐■■＝ーq■■‐■■一口ロ■‐‐q■口。■｡q■‐q■ q■■、

井上結美子

q■‐■■‐■■‐■

■■■■■■■■■■‐■
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｡
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■－Q■－■■■q■－－■■ ■■ q■‐■■■わ■ロー■■ｰ－－■■－■■ q■－－口‐
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●－■■－－－■■－■■－■■■■ｰ‐■■－－‐■■ q■－－－句‐ロロ‐ー一■D ‘
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民事小計 判事 （39人） (30人） 特例判事補 (12人） (5人） オブザーバー (4人） (4人）



司法修習生指導室

（令和4年6月30日）【刑事部裁判官】

合計判 二 60 鞘事補 13 6人） 12
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刑事小計 判事 (21人） (18人） 特例判事補 (1人） (1人） オブザーバー (8人） (8人）



堺支部

(令和4年6月30日）

【堺支部裁判官】
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(支部長）野田 惠
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刑事部

堺計

柴田 厚司
q■●q■‐。■ ■■‐･‐●q■q■■■ーq■q■q■ーq■ロq■由●●q■●‐｡●q■■

竹内 大明
d■ 。■。■ー‐q■‐‐‐ー■■■■＝q■■■‐｡q■‐｡q■q■ q■q■‐q■q■■■■■‐■
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q■ロ■ q■‐ロ■d■q■q■‐q■■■q■q■｡｡q■q■●q■‐ロ■q■ q■‐。■q■q■q■■‐■

荒木未佳
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百 = (13人） (12人）
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岸和田支部

(令和4年6月30日）

【岸和田支部裁判官】
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裁・判官会議出席者数

（令和4年6月30日）

’

人
員

構
成
員

判 事

特例判事補

オブザーバー

計

138名

(所長・代行含む）

23名

(計161名）

一一今 寺一一十一一一一十一一一←－－ｰ－←｡一一■‐▲－T ■ ＝ 一一F－－■凸■一一一一一

定足数81名

36名

197名

出
席
者
数

構
成
員

判 事

特例判事補

オブザーバー

計

113名

(所長・代行含む）

10名

(計123名）

29名

152名



承認事項
(令和4年6月SO日）



【機密性2】

－~、 － 0

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年1月5日諮問）

(令和4年1月7日実施）

舅2編（ﾌ本庁崖事部）顎3重顎10君昔|』） ．年

茸の関日置展了沢開旺日筈

顎1際專壽K (供 第1民事呂 農'全晉B) (毎E

当
酬
曲
ン
《
〕

干

＝↓． 1堀

二P岬羽昨

｢14幻

1

現 行 変 更 後



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

（令和4年1月5日諮問）

(令和4年1月25日実施）

2
ー

現 行 変 更 後

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第9民事部（普通部） （火水木金）

裁判官 達野ゆき

(中略）

〃

〃

〃

ﾉノ

(兼）井上直哉

（兼務解消）

相澤千尋

伊藤拓也

林村優雅

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項，第35条第1項，第36条，

第38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

第1 民事公判係

第1係(月水金） 裁判官 山本 猛

(中略）

(豊中簡裁へ）

第18係(月水金） 〃 谷野
、 ロ 一

得

(民事公判第1係へ）

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第9民事部（普通部） （火水木金）

裁判官 達野ゆき

(中略）

〃

ﾉノ

〃

相澤千尋

伊藤拓也

林村優雅

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項，第35条第1項，第36条，

第38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日害'1

第1 民事公判係

空
０

第1係(月水金） 裁判官 谷野

(中略）

〃

、

得0

(民事公判第18係から）

(代行)山本 猛

(兼務発令）

第18係(月水金） 〃 久保隆俊

(民事特殊事件係から）



【機密性2】

平昨

（即決和偶

毎日）

吉’ ／華、

弟2

Fロ fE

伏木剛 弔乙

｢同 f『弓

司 【弓 ヨ 回

旧美保

野勝徳

弩圧 吾什

平僻■■

の態_易壽咳半| |P

言の配置及

一k-K偏餡臣

茸の配置及び事務0 酒ロノ

丑挙E

r目ロノ

田籠日名

■■銅易 也の簡易語

雲務の分世

]田簡易裁判所を除くその他の簡易誰

卜ろ裁半||官の配置及び裁判事務の分酋

雲中笛瘍=b霊邑_主吟半I IE

聿僻庁争1午

言の托 の州1グ)冊

図英畉

刊事略式台■＝ ■■

3



【機密性2】

4

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法違反事

件

(中略）

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法違反事

件

(中略）

附則
■■■■■■■■■■■■■■■■■

この規程は，令和4年1月25日から施行す

る。



【機密'件2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

（令和4年3月3日諮問）

(令和4年3月25日実施）

5

現 行 変 更 後

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項第35条第1項，第36条，

第38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日害'1

第1 民事公判係
壁－9 ノブ管 ／ローl，/、､ ±し,lf0I〃圭手 ／八、 、マ 心吉

串1'|木U-jノ｣、垂:ノ 夜船十'j局 ／ロ、 王j" i子

〃 (代行)山本 猛

第2係(月水金） 〃 三木健治

ﾉノ 秋田正之

(豊岡・浜坂簡裁へ）

第3係(月水金） 〃 福用 修

第4係(月火木） 〃 長谷川卓司

伽古川簡裁へ）

第5係(月火木） 〃 松本澄清

第6係(月火木） 〃 宇都宮庫敏

〃■ (兼）秋田正之

（兼務解消）

第7係(月水金） 〃 田中清道

第8係(木） 〃 寺田俊弘

〃 ノ

〃

ﾉノ

ﾉノ

〃

〃

｣、林幹典

(姫路簡裁へ）

太田朝陽

嶋村修士

(那覇簡裁へ）

水嶋正博

山崎智弘

(社簡裁へ）

西森公治

(和歌山・橋本簡裁へ）

第9係(水金） 〃 巽 信裕

第10係(月火木） 〃 伊藤知広

第11係(月水金） 〃 西田文則

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項，第35条第1項，第36条，

第38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

第1 民事公判係
埜司 ／マラ ／ローレハL、 土L,いI告手 ／八、 、マ ､吉

売上'|オミU~ゴノjYゴZノ 毒賂十l」日 ／ロ、 王j′ ｛子

〃 (代行）山本 猛

第2係(月水金） 〃 三木健治

第3係(月水金） 〃 福田 修

第4係(月火木） 〃 岩噌 靖

(姫路簡裁から）

第5係(月火木） 〃 松本澄情

第6係(月火木） 〃 宇都宮庫敏

第7係(月水金） 〃 田中渭道

第8係(木） 〃 寺田俊弘

､ﾉノ

〃

太田朝陽

水嶋正博

第9係(水金） 〃 巽 信裕

第10係(月火木） 〃 伊藤知広

第11係(月水金） 〃 西田文則



【機密性2】

6

第12係(月火木） 〃 岡平耕治

(広島簡裁へ）

雄
博
之
祐

行
泰
敏
英

前
本
田
瀬

西
山
藤
三

″
″
″
″

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

金
木
木
金

水
火
火
水

月
月
月
月

く
く
く
く

係
係
係
係

３
４
５
６

１
１
１
１

第
第
第
第

第17係(月火木） 〃 大迫隆
一

一

第18係(月水金） 〃 久保隆俊

第20係(月火木） 〃 吉田 進

第21係(月水金） 〃 瀧川勝子

第22係(月火木） 〃 南 正
一

第2民事特殊事件係（即決和解，公示催告，督

促，保全，非訟等） （毎日）

裁半ll官 （兼）井上直哉

第3調停係（毎日）

〃

〃

〃

〃

村岡 寛

佐藤有司

(名古屋簡裁へ）

佐伯美保

松野勝徳

〃 中山

〃

〃

〃

一

(兼）大迫隆

馬

一

一

(兼）久保隆俊

(兼）吉田 進

第12係(月火木） 〃 谷川佳史

(大津・高島簡裁から）

雄
博

行
泰

前
本

西
山

″
″

ｊ
ｊ
金
木
水
火
月
月
く
く
係
係
３
４

１
１
第
第

第15係(月火木） 〃 藤田敏之

第16係(月水金） 〃 三瀬英祐

第17係(月火木） 〃 大迫隆
一

一

第18係(月水金） 〃 久保隆俊

第20係(月火木） 〃 吉田 進

第21係(月水金） 〃 瀧川勝子

第22係(月火木）

〃

〃

朝田和男

(龍野簡裁から）

南 正 一

第2民事特殊事件係（即決和解，公示催告，督

促，保全，非訟等） （毎日）

裁判官 （兼）井上直哉

第3調停係（毎日）

〃

〃

〃

〃

村岡 寛

佐伯美保

松野勝徳

中山
一

馬

〃 小林勘一郎

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(加古川簡裁から）

山下雅資

（伊賀簡裁から）

和田
一

臣

(社簡裁から）

西村実信

(甲賀簡裁から）

川畠l1勝巳

(新見・高梁簡裁から）

水野和雄

(神戸簡裁から）

苅谷 誠

(富田林簡裁から）

(兼）大迫隆
一

一

(兼）久保隆俊

(兼）吉田 進



【機密性2】

諫武

増田

倉田

有田

大家

加藤

第1係 裁判官

〃

第2係 〃

第3係 〃

第4係 ノノ

第5係 〃

第4刑事公判係

第1係（月水木）裁判官

第2係（月水木） ノノ

第5略式係（毎日）

(1)普通略式係

裁判官

〃

諫
増
倉
有
大
加

高
耕
孝
禎
嘉

第1係 裁判官

ノノ

第2係 〃

第3係 〃

第4係 〃

第5係 〃

第4刑事公判係

第1係（月水木）裁判官

第2係（月水木） ノノ

第5略式係（毎日）

(1)普通略式係

裁判官

〃

． 〃

〃

〃

〃

(2) 交通即決略式係

裁判官

〃

高
耕
孝
禎
嘉

行
兒
雄
宏
朗
侵

武
田
田
田
家
藤

行
兒
雄
宏
朗
優

(兼）松林秀樹

並木正男

(兼）松林秀樹

並木正男

松
並
上
松
舩
宮

、
－
ノ
、
ｊ
ノ
、
－
ノ
、
－
ノ
、
Ｉ
ノ

兼
兼
兼
兼
兼

／
Ｉ
、
７
１
、
／
Ｉ
、
ノ
ー
、
／
Ｉ
、

林
木
原
尾
越
部

秀
正
宏
真
英

樹
男
光

松林

並木

｣－原

松尾

舩越

宮部

秀
正
宏
真
英

樹
男
光

(兼）

(兼）

(兼）

(兼）

朧）

9F

〃

〃

ノノ

〃

(2)交通即決略式係

裁判官

〃

一
一

明
稔

明
稔

臼井康

植田武

雄
志

臼井康

植田武

雄
志

(堺簡裁から）

第6令状係（毎日）

裁判官

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ノノ

〃

〃

〃

第6令状係（毎日）

裁判官

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
：
ｊ
ｊ

兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼

Ｉ
ｌ
く
く
く
く
Ｉ
、
Ｉ

瀬
藤
方
福
川
本
光
谷
藤
谷

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｌ
・
ｊ
ｊ

兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼

Ｉ
く
く
く
く
く
Ｉ
く
く

瀬
藤
方
福
川
本
光
谷
藤
谷

長
後
行
安
梶
松
恒
井
伊
水
森
青
上
松
舩
宮

敬
有
美
幸
匡
英
直

長
後
行
安
梶
松
恒
井
伊
水
森
青
上
松
舩
宮
池

敬
有
美
幸
匡
英
直

昭
己
和
江
志
男
樹
喬
貴
翔
美
史
光

昭
己
和
江
志
男
樹
喬
貴
翔
美
史
光
一
明
稔
三

佑 佑

朋
崇
宏
真
英

朋
崇
宏
真
英

木
原
尾
越
部
尻

木
原
尾
越
部

－

明
稔

修

7



【機密性2】

8

(中略）

〃 (兼）並木正男

〃 （兼）松林秀樹

第2章 堺簡易裁判所

(裁判事務の分配）

第43条堺簡易裁判所における裁判事務の分配

は，次のとおりとする ○

裁判官 立川唱寛

(大阪簡裁へ）

民事訴訟事件の5分の2

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5

分の2

督促事件（支払督促申立却下処分に

針寸ス里議車仕栃執行吉言の由寸

却下処分に対する異議事件及び地方

裁判所の管轄に属する事件の不適法

督促異議事件）

公示催告事件

即決和解事件

民事過料事件
－

民事保全事件の5分の3
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

民事雑事件の5分の2

刑事公判事件

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関

与した略式命令事件を除く。 ）

(中略）

〃

(日田簡裁から）
■ △

局 山正之

(大隅簡裁から）

〃 伊葉匡功

〃

（壱岐簡裁から）

宮川 隆

(八幡浜・宇和島・松山簡裁から）

〃

〃

〃

〃

菅 浩次

(諫早簡裁から）

藤田康夫

(和歌山・橋本簡裁から）

(兼）並木正男

(兼）松林秀樹

第2章 堺簡易裁判所

(裁判事務の分配）

第43条堺簡易裁判所における裁判事務の分配

は，次のとおりとする C
吉

裁判官 松田 了

(任官）
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

民事訴訟事件の5分の2

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5

分の2

民事保全事件の5分の2
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

民事雑事件の5分の2



【機祷件2】

交涌切符（三者即日処理方式）によ

る略式命令事件

交通切符（三者即日処理方式）によ

る略式命令事件を除く刑事略式命令

事件（待命）の5分の2

刑事雑事件の5分の2

他の裁判官の担当する事件を除くそ

刑事雑事件の5分の2

の他の刑事事件

裁判官 三浦 恵

民事訴訟事件の5分の2

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5

分の2

裁判官 三浦 恵

民事訴訟事件の5分の2

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5

分の2

叙イロ竜〃I畠． ／圭士/叙イロ申告･土、表方nZ－A､ノテ
目1人こ手I~r 、へ]』A白lﾉｾｰr－型一圭亀I』 I ハムニノJw－

議事件，仮執行宣言の申立対する異

却下処分に対する異議事件及び地方

裁判所の管轄に属する事件の不適法

督促異議事件）

公示催告事件

即決和解事件

民事過料事件

民事保全事件の5分の3

民事雑事件の5分の2

刑事公判事件

民事保全事件の5分の2
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

民事雑事件の5分の2

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関

与した略式命令事件を除く。 ）

交通切符（三者即日処理方式）によ

る略式命令事件

交通切符（三者即日処理方式）によ

る略式命令事件を除く刑事略式命令

事件（待命）の5分の2

刑事雑事件の5分の2升ll事雑事件の5分の2

他の裁判官の担当する事件を除くそ

’の他の刑事事件

(中略）(中略）

第3章岸和田簡易裁判所第3章岸和田簡易裁判所

(裁判事務の分配）(裁判事務の分配）

9
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10

第47条岸和田簡易裁判所における裁判事務の

分配は，次のとおりとする

(中略）

○

裁判官（代行）苅谷 誠

(中略）

（職務代行解消）

民事訴訟事件（再審請求事件を含

む6 ）の2分の1

刑事公判事件

刑事略式命令事件

交通待命（切符）略式命令事件

更生保護法第52条第6項の規定に

よる特別遵守事項の設定又は変更

に関する求意見に係る事務

第4章 その他の簡易裁判所

(裁判官の配置及び事務の分配）

第51条大阪簡易裁判所，堺簡易裁判所及び岸

和田簡易裁判所を除くその他の簡易裁判所にお

ける裁判官の配置及び裁判事務の分配は，次の

とおりとする。

(中略）

(3)吹田簡易裁判所

裁判官 白崎省吾

民事訴訟事件の3分の2

民事訴訟事件を除くその他の民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）佐藤有司

(職務代行解消）

民事訴訟事件の3分の1

令状事件の5分の1

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事

件及び当該裁判官の関与した刑事略式

第47条岸和田簡易裁判所における裁判事務の

分配は，次のとおりとする。

(中略）

裁判官（代行）矢野靖人

(中略）

(職務代行発令）

民事訴訟事件（再審請求事件を含

む。 ）の2分の1

刑事公判事件

刑事略式命令事件

交通待命（切符）略式命令事件

更生保護法第52条第6項の規定に

よる特別遵守事項の設定又は変更

に関する求意見に係る事務

第4章 その他の簡易裁判所

(裁判官の配置及び事務の分配）

第51条大阪簡易裁判所，堺簡易裁判所及び岸

和田簡易裁判所を除くその他の簡易裁判所にお

ける裁判官の配置及び裁判事務の分配は，次の

とおりとする。

(中略）

(3)吹田簡易裁判所

裁判官 白崎省吾

民事事件
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官-(代行)川副勝巳

(職務代行発令）

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事

件及び当該裁判官の関与した刑事略式
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命令事件を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち,公職選挙法

違反事件

命令事件を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法

違反事件

(中略）(中略）

(7)富田林簡易裁判所

裁判官 矢野靖人

(7)富田林簡易裁判所

裁判官 苅谷 誠

(大阪簡裁へ） (広島簡裁から）

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）宮部 稔
而-『'壱一一い今土心,I釦I＝ノLL． ／/、ロ吟h,己己÷￥､訂-卜､吾＝蕾

汀ﾘ手｣エエ、j衣胎十I｣尹''十（もZ式4日〃窒手1左j垂l入手

件及び当該裁判官の関与した刑事略式

命令事件を除く。 ）

刑事略式命令事件の‘うち，公職選挙法

違反事件

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）宮部 稔

冗11壼了市弐畠･封學止11壷イル ／ノ.、ﾛ錘ﾕ己己寺※･"十ｺ吾に＝蕾
ノIリ季_LL, 、J五X』十Ij手.h－． （.-Z-英刈月凡人圭二手1ノー蕊A壬1糸手

件及び当該裁判官の関与した刑事略式

命令事件を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法

違反事件

(中略）(中略）

第6編 司法行政事務の代瑠|頂序 第6編 司法行政事務の代瑚|偵序

（司法行政事務の代理）

第54条所長に差し支えがある場合の司法行政

事務を代理する者の順序は,次のとおりとする。

（司法行政事務の代理）

第54条所長に差し支えがある場合の司法行政

事務を代理する者の順序は,次のとおりとする。

(中略）(中略）

6堺簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判

官に差し支えがある場合の司法行政事務を代理

する者の順序は，次のとおりとする。

第1順位 裁判官 松田 亨

6堺簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判

官に差し支えがある場合の司法行政事務を代理

する者の順序は，次のとおりとする。

第1順位裁半ll 官 立川唱寛

第2順位 裁判官 三浦 恵’ 第211偵位 裁判官 三浦 惠

(中略）(中略）

附則
一

この規程は，令和4年3月25日から施行す

る。
■■■■■■■■■■■
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年3月3日諮問）

(令和4年4月1日実施）

12

現 行 変 更 後

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

裁判官の配置及び開廷日害'1

第1民事部（保全部） （毎日）

裁判官 井上直哉

〃 一

〃

〃

〃 ．

〃

〃

〃

原友彦

(高松高裁へ）

能宗美和

(第19民事部へ）

氷 田雄
一

鈴木 喬

(神戸地裁へ）

村尾和泰

(広島地裁へ）

岸田
一

一 郎

(第25民事部へ）

冨岡健史

(津地裁伊勢支部へ）

ノノ 結城山康介

ﾉノ

〃

〃

〃

(東京地裁へ）

内藤陽子

(兼）井谷 喬

森田千尋

(第10刑事部へ）

中澤崇晶

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部（保全部） （毎日）

裁判官 井上直哉

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

三宅知三郎

(第17民事部から）

太田多恵

(札幌家裁から）

林 奈桜

（大津家裁彦根支部から）

豐臣
合 一

品 輔

(第2民事部から）

丸林裕矢

(第19民事部から）

氷 田雄 －

内藤陽子

浜崎俊文

(第16民事部から）

(兼）井谷 喬

須藤奈未

(第15民事部から）

中澤崇晶
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ー

初谷湧紀〃

(大分地裁へ）

藤田一真〃

(第15民事部へ）

亀
中
林

亀井健斗

中川和俊

井

川

健斗

和俊

憲太朗

″
″
″

″
″

(第15民事部へ）

〃

（兼務解消）

第2民事部（租税・行政部） （月火水金）

裁判官 森鍵

〃 日比野 幹

〃
円 人<ユ 14花 〃【二』、
［工］ 二Tl ロ土 ゴー

〃 岡田総司

第2民事部（租税・行政部） （月火水金）

裁判官 森鍵

〃 日比野

〃
閂 ノく_坐 凶元
に口 ミ祠 ロ存

〃 立仙早

一

幹
志
矢

(山口家裁岩国支部へ） (那覇地裁から）
曲
一
皇 臣亮輔〃

(第1民事部へ）

第3民事部（普通部）

裁判官

〃

(月火木金）

林

小河

木上

第3民事部（普通部）

裁判官

〃

(月火木金）

林

小河

棚橋

潤
美
子

潤
美
子

好
寛

好
知〃 〃

幌児島地裁へ）

吉田 開

(毎日）

谷村武則

小川紀代子

三重野真人

(毎日）

中山誠一

福井地裁敦賀支部から（ ）

吉田

(毎日）

谷村

小川

三重野

(毎日）

横田

開〃

第4民事部（商事部）

裁判官

〃

〃

第5民事部（労働部）

裁判官

〃

第4民事部（商事部）

裁判官

〃

〃

第5民事部(労働部）

裁判官

武則

紀代子

真人

昌紀

(第6民事部へ） (第25民事部から）

(兼）中山誠一〃

(兼務発令）

代上田 雪〃

(岡山地裁へ）

窪田俊秀窪田俊秀
サ

安西儀晃

″
″

〃

(鳥取地裁へ）

佐々木隆憲 佐々木隆憲

長谷川武久

ﾉノ ″
″

13
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14

〃

〃

〃

岩崎雄
■ _

鳧

岩佐圭祐

藤村

第6民事部（倒産部） （毎日）

r 一

宮
子 司

裁判官 福田修久

〃

(大阪高裁へ）

松永晋介

〃 小

〃

〃

〃

川貴寛

吉田 亘一、 紀

(岡山地裁へ）

金川 誠

竹田泰樹

第7民事部（租税・行政部） （月火木金）

裁判官 山地 修

〃

〃

ﾉノ

ﾉノ

(大阪法務局へ）

新宮智之

太田章子

山田慎悟

(和歌山地裁田辺・御坊支部へ）

関 尭

､第8民事部(普通部） （月水木金）

匝日
j，、、

裁判官 中尾 彰

〃

〃

‐ 〃

松本明子

遠藤謙太郎

籔野拓輝

第9民事部（普通部） （火水木金）

裁判官 達野ゆき

〃

〃

〃

相澤千尋

伊藤拓也

林村侵雅

第10民事部（建築・調停部) (毎日）

裁半ll 官 中川博文

〃 塚田奈保

〃

〃

〃

〃

（京都地裁福知山支部から）

亮
祐

雄
圭

崎
佐

山
石
山
石

植村 一 仁

(名古屋地裁から）

藤村

第6民事部（倒産部） （毎日）

2 －

旱

裁判官 中山誠

〃

司

一伊

（第5民事部から）

松永晋介

〃 小川貴寛

〃 金川 誠

〃 藤田洋祐

〃

(第14民事部から）

竹田泰樹

第7民事部（租税・行政部） （月火木金）

裁判官 徳地

〃

〃

〃

、 ■

得

(福岡地裁から）

新宮智之

太田章子

関 尭

第8民事部（普通部） （月水木金）

匝巳
j，、、

裁判官 中尾 彰

〃

〃

〃

〃

松本明子

遠藤謙太郎

神 氷 暁

(東京法務局訟務部付から）

籔野拓輝

第9民事部（普通部） （火水木金）

裁判官 達野ゆき

〃

〃

〃

相澤千尋

伊藤拓也

林村優雅

第10民事部（建築・調停部） （毎日）

裁判官 中川博文

〃
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（和歌山家裁へ）

和田将紀

鈴木雅久

(兼）永田雄一

将紀

雅久

雄一

悠子

和
・
鈴
永
橋

兼

田
木
田
本

″
″
″

″
″
″
″

(福井地裁から）

第1 1民事部（普通部）

裁判官

〃

(月水木金） 第11民事部（普通部）

土井文美 裁判官

後藤 誠 〃

(月水木金）

士井文美

石原和孝

(宮崎地裁へ） (津地裁熊野支部から）

神谷善英 奥田達生〃 〃

(福井地裁へ） (最高裁行政局付から）

小島 務

月月 奔盾口
'六J 元六宗

澄川ほなみ

小島

月月 ＃P
'六J ノし

宮澤裕

務
煕
登

〃 ″
Ⅳ
”
″

(兼） r羊､
、バトノ

１
１
１
Ｊ

〃

(第25民事部へ） (第5刑事部から）

第12民事部（普通部） （月火水金）

l簔水薑'瑞佳 ｜裁第嬬事部‘普通部' '月末水薑’裁判官 小田真治

(第15民事部へ） (東京地裁から）

(兼）武田瑞佳〃

(兼務発令）

〃 佐藤文子

〃 鶯坂計知

〃 柏木桃子

第13民事部（普通部） （火水木金）

裁判官 松本明敏

〃 長田雅之

〃 伊澤大介

〃 （兼）亀井健斗

〃 （兼）中川和俊

〃 櫻井雅典

第14民事部（執行部) (毎日）

裁判官 金地香枝

〃 相澤 聡

〃 金 洪周

〃 藤田洋祐

〃 佐藤文子

〃 鷺坂計知

〃 柏木桃子

第13民事部（普通部） （火水木金）

裁判官 松本明敏

〃 長田雅之

〃 伊澤大介

〃 （兼）亀井健斗

ノノ （兼）中川和俊

〃 櫻井雅典

第14民事部（執行部） （毎日）

裁半|｜ 官 金地香枝

〃 相澤 聡

〃 金 洪周

〃 秋本円香

(第6民事部へ） (名古屋地裁半田支部から）

第15民事部（交通部） （毎日）

ゞ”将*, ｜裁=＃,5言事部佼通部' 【毎日’裁判官 武田瑞佳

(第16民事部へ） (第12民事部から）

15
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〃

ﾉノ

寺垣孝彦

(福岡地裁小倉支部へ）

島田正人

永野公規〃

〃

(広島地裁尾道支部へ）

溝口 優

〃 （兼)村尾和泰

ﾉノ

〃

〃

〃

〃

(兼務解消）

久保貴紀

木戸口 匠成

松田康孝

(岐阜地裁御嵩支部へ）

(兼）岡田総司

(兼務解消）

須藤奈未

(第1民事部へ）

第16民事部（普通部） （月水木金）

裁判官

〃

〃

〃

本田能久

(東京高裁へ）

堀部麻記子

浜崎俊文

(第1民事部へ）

広嶋玲哉

(第6刑事部へ）

第17民事部（医事部） （月火水木）

裁判官 徳増誠

〃

ﾉノ

〃

第18民事部（普通部）

一

三宅知三郎

(第1民事部へ）

井上結美子

西田篤史

(月火水金）

裁判官 横田

〃

〃

曲
／、 子

玉田雅義

中山周子

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(兼）石丸将利

(兼務発令）

島田正人

溝口 優

久保貴紀

安井龍明

（長野地裁伊那支部から）

木戸口
寺÷一

月泰 田

匠成

一 真

(第1民事部から）

林 憲太朗

(第1民事部から）

第16民事部（普通部） （月水木金）

裁判官

〃

〃

石丸将利

(第15民事部から）

堀部麻記子

村上貴昭

(最高裁総務局付から）

第17民事部（医事部） （月火水木）

裁半ll官 徳増誠

〃

〃

〃

〃

一

(兼）三宅知三郎

(兼務発令）

葛西功洋

(横浜地裁から）

井上結美子

西田篤史

第18民事部（普通部） （月火水金）

裁判官 横田典子

〃

〃

玉田雅義

中山周子
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比舍昌志小草啓紀 〃 ’〃

(第13刑事部から）(第1刑事部へ）

第19民事部（医事部）

美 裁判官

了． 〃

(毎日）

田

能

(毎日）

田

甲

第19民事部（医事部）

裁判官

〃

治美

美和

治
依

口
一
示

ロ
ー
兀

(第1民事部から）(東京地裁立川支部へ）

小川貴裕田郷岡正哲 〃〃

(法務省民事局付から）(横浜地裁へ）

(兼）丸林裕矢丸林裕矢 〃〃

(兼務発令）(第1民事部へ）

小西池 将〃

（第6刑事部から）

第20民事部（医事部） （月火水金） 第20民事部（医事部) (月火水金）
士但 、上i i － － L→ ・午口 －ア 土仁 牢1 1 声デ ー L 毎口 一ア

雷 」一 ／白 J 五X‘ 十'」 日

〃

国 一L‐ 一日 j

長谷川未ll 明

戎腿 十リ 臼

(高松高裁から）

植田裕紀久植田裕紀久

並河智子

〃″
″

(札幌家裁へ）

’
〃 大西康平

第21民事部（知的財産権部） （火木）

裁判官 武宮英子

〃 杉浦一輝

〃 （兼）布目真利子

〃 峯 健一郎

第22民事部（普通部） （火水木金）

裁判官 松本展幸

大西康平

(知的財産権部） (火木）

武宮英子

杉浦一輝

（兼）布目真利子

峯 健一郎

(普通部） （火水木金）

龍見 昇

〃

第21民事部

裁判官

〃

ﾉノ

〃

第22民事部

裁判官

(大阪高裁から）(大阪高裁へ）

直江泰輝甲元雅之 〃〃

(最高裁総務局付から）(横浜地裁へ）

坂川波奈子坂川波奈子

大山洸来

〃
″
″

(弁護士職務経験）

第23民事部（普通部）

靖 裁判官

咲 〃

(月火水木）

西岡繁靖

芝田由平

第23民事部（普通部）

裁判官

〃

(月火水木）

西岡繁

石川千

(福岡法務局訟務部付から）(福岡高裁へ）

河野申二郎大久保俊策 〃ﾉノ

(大阪高裁から）(広島地裁福山支部へ）

上田郁也上田郁也 〃〃

17
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第24民事部（普通部） （月火木金）

裁判官 池上尚子

〃

〃

山口敦士

鈴木基之

〃 鈴村悠恭

第25民事部（普通部） （火水木金）

裁判官

〃

〃

〃

横田昌紀

(第5民事部へ）

菅野昌彦

(千葉地裁八日市場支部へ）

織川逸平

(那覇地裁名護支部へ）

岡野哲郎

(第14刑事部へ）

第26民事部（知的財産権部） （月木）

裁判官

〃

〃

〃

(中略）

杉浦正樹

(東京地裁へ）

(兼）杉浦
一 輝

布目真利子

(兼）峯 健一郎

第3編 本庁刑事部

(中略）

第2章 裁判事務の分配

第19条刑事補償請求事件，刑事訴訟法第18

8条の3，第362条，第500条，第501

条及び第502条による申立事件並びに総合法

律支援法第39条第3項による申立事件は，本

案の裁判をした部に配付する。ただし，本案の

裁判をした部が第4部であるときは，令状部を

除く各部に||偵次配付する。

第24民事部（普通部） （月火木金）

裁判官 池上尚子

〃 ．

〃

〃

山口敦士

鈴木基之

鈴村悠恭

第25民事部（普通部） （火水木金）

裁判官 ノ｣、川嘉基

(東京高裁から）

〃 （兼）横田昌紀

〃

〃

〃参

〃

(兼務発令）

宮崎純一郎

(札幌高裁から）

岸田
一

一 郎

(第1民事部から）

澄川ほなみ

(第11民事部から）

(兼）岡野哲郎

(兼務発令）

第26民事部（知的財産権部） （月木）

裁判官

〃

〃

〃

(中略）

松阿彌 隆

(高松高裁から）

(兼）杉浦
一

輝

布目真利子

(兼）峯 健一郎

第3編 本庁刑事部

(中略）

第2章 裁判事務の分配

第19条刑事補償請求事件，刑事訴訟法第18

8条の3，第362条，第500条，第501

条及び第502条による申立事件並びに総合法

律支援法第39条第3項による申立事件は，本

案の裁判をした部に配付する。ただし，本案の

裁判をし,た部が第4部又は第11部であるとき

は，令状部を除く各部に順次配付する。
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別表3

裁判官の配置及び開廷日割

第1刑事部（普通部） （毎日）

裁判官

〃

〃

森島 聡

(名古屋地裁へ）

日高真悟

(最高裁刑事局付へ）

佐藤壮一郎

第2刑事部（普通部） （毎日）

(那覇地裁へ）

裁判官 西川篤志

〃

〃

岩田康平

(裁判所職員総合研修所へ）

竹本真梨子

第3刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 御山真理子

〃

〃

千葉康 一

楠本康太

（弁護士職務経験へ）

第4刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 内藤裕之

ﾉノ

〃

(兼） 日高真悟

(兼務解消）

(兼）佐藤壮一郎

第5刑事部（普通部） （毎日）

(兼務解消）

裁判官 中川綾子

ﾉノ

〃

〃

久禮博
一

(第2刑事部へ）

荒木精
一

(福岡高裁宮崎支部へ）

宮澤裕登

(第11民事部へ）

第6刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 大寄

〃

、

厚■

沖 敦子

別表3

裁判官の配置及び開廷日害'l

第1刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 加藤 陽

〃

(大阪高裁から）

大久保優子

(名古屋高裁から）

〃 ノI 、
÷

早 啓紀

(第18民事部から）

第2刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 西川篤志

〃

〃

久禮博
一

(第5刑事部から）

竹本真梨子

第3刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 御山真理子

〃

〃

千葉康 一

定松祐太朗

(山口地裁から）

第4刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 内藤裕之

〃

〃 ‘

(兼）大久保優子

(兼）小

第5刑事部（普通部） （毎日）

(兼務発令）
←

早 啓紀

(兼務発令）
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

裁判官 中川綾子

〃 ． ． ’恒光直樹

(第10刑事部から）

〃 ／

〃

〃

｣、泉健介

(横浜地裁川崎支部から）

西村拓己

(鳥取地裁から）

(兼）宮澤裕登

第6刑事部（普通部） （毎日）

(兼務発令）

裁判官 大寄

〃

、 、

惇

安福幸江
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〃 ／

(大津地裁へ）

l､西池 将

(第19民事部へ）

第7刑事部（普通部） （毎日）

裁判官

〃

〃

佐藤弘規

延廣丈嗣

(函館地裁へ）

中村暢明

． (佐賀家裁唐津支部へ）
第8刑事部（普通部） （毎日）

裁．判官 田中伸
6ロ

ノノ

〃

－

÷士十 ロ麦＝
/十一 ′1． ．J H元 ／:ム

薦田
、q

拝d 平

(第10刑事部へ）

第9刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 矢野直邦

〃

〃

南 うらら

(名古屋高裁金沢支部へ）

安藤 諒

(第10刑事部へ）

第10刑事部（令状部） （毎日）

裁判官 長瀬敬昭

〃

〃

〃

〃

〃

後藤有己

行方美和

(第9刑事部へ）

安福幸江

(第6刑事部へ）

梶川匡志

(第12刑事部へ）

松本英男

(第7刑事部へ）

I’ 1亘光直樹

〃

〃

〃

(第5刑事部へ）

井谷 喬

伊藤佑貴

水谷 翔

〃

(第10刑事部から）

広嶋玲哉

(第16民事部から）

〃 （兼）小西池 将

第7刑事部（普通部） （毎日）

(兼務発令）

裁判官 佐藤弘規

〃 松本英男

(第10刑事部から）

（兼）安曇大智

第8刑事部（普通部） （毎日）

(兼務発令）

裁判官 田中伸
Ｆ
Ｄ
〃

９
９
〃

〃

〃

一

-未・ 士十 ロ毒＝
/-r、 '1 J 同元＝為

安曇大智

(熊本地裁から）

(兼）薦田

第9刑事部（普通部） （毎日）

、 ﾛーー

惇 平

(兼務発令）

裁判官 矢野直邦

〃 行方美和

(第10刑事部から）

(兼）広嶋玲哉

第10刑事部（令状部） （毎日）

(兼務発令）

裁判官 長瀬敬昭

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

後藤有己

設樂大輔

(福岡高裁から）

金友宏平

(大分地裁から）

森田千尋

(第1民事部から）

山田明日香

(千葉地裁から）

井谷 喬

伊藤佑貴

水谷 翔
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〃

〃

森 朋美

(大分地裁へ）

青木崇史

第1l刑事部（普通部） （毎日）

裁判官

〃

〃

佐藤卓生

(東京高裁へ）

福間 匠

(前橋地裁桐生支部へ）

新居拓馬

(法務省民事局へ）

第12刑事部（租税部) (毎日）

裁判官 渡部

〃

〃

〃

『 一

巾 郎

坂本好司

(大阪高裁へ）

中山 知

尾嶋翔
一

(法務省訟務局へ）

第13刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 丸田 顕

〃

ﾉノ

(大阪高裁へ）

梅澤利昭

比舍昌志

(第18民事部へ）

第14刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 坂口裕俊

〃 湯川

〃

● _

元

若園 ′|令

(秋田地裁へ）

第15刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 松田道別

〃

〃

(大阪高裁へ）

栗原 保

(神戸地裁姫路支部へ）

船

〃 小

一

P 宏之

(宮崎地裁へ）

澤 光

〃

ﾉノ

〃

青木崇史

安藤
＝ロ -

課

(第9刑事部から）

薦田
、 日 一

得 平

(第8刑事部から）

第1l刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 （兼）内藤裕之

〃

〃

(兼務発令）

(兼）大久保優子

(兼） ノ1 ､

第12刑事部（租税部） （毎日）

(兼務発令）
一作

早 啓紀

(兼務発令）

裁判官 渡部市郎

〃

〃 ．

〃

梶川匡志

(第10刑事部から）

中山 知

今泉堀太

(宮崎地裁から）

第13刑事部（普通部） （毎日）

裁判官

〃

〃

岩崎邦生

(奈良地裁から）

梅澤利昭

(兼）比舍昌志

第14刑事部（普通部） （毎日）

(兼務発令）
－

裁判官 坂口裕俊

〃

〃

湯川
■ _

品

岡野哲郎

(第25民事部から）

第15刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 末弘陽

〃

〃 ．

一

(大阪高裁から）

三澤節史

(旭川地裁から）

高橋里奈

(岡山地裁から）

〃 ／l，澤 光



【機密性2】

（第3編（本庁刑事部）第3章第23条第1号） （第3編（本庁刑事部）第3章第23条第1号）

別表4 別表4

刑事各部の代理関係 刑事各部の代理関係

’ ’ I ’ ’’ ’ ’ ’ I 垂信喜R 笙7宴R竺'7筆侭立R垂o劃マ

’
刀JごHIJ

’
詞J曹凹1J

’
／0Jｰ牌1里

’
／8J 9 牌0妙

I ’
〆IザーH1ざ

’
／0ザシ牌1己

I
､〆1可ーP0~ 〆りづ ● ｰ、~

I ’

第4編 支 部

第1章 堺 支 部

（裁判官の配置）

第24条堺支部における裁判官の配置は，次の

とおりとする。

第1民事部A

裁判官 浜本章子

〃 藤野美子

〃 ． 蛯名 日奈子

第4編 支 部

第1章 堺 支 部

（裁判官の配置）

第24条堺支部における裁判官の配置は，次の

とおりとする。

第1民事部A

裁半ll官 浜本章子

〃 藤野美子

〃 蛯名 日奈子

〃 國分 綾 (兼）國分 綾〃

(兼務発令）(堺支部第1民事部Bへ）

(兼）湯浅徳恵(兼）湯浅徳恵 〃〃

(兼）村瀬洋朗〃

（兼務解消）

唐津祐吾〃

（札幌法務局へ）

〃 浅井 翼

第1民事部B

裁判官 （兼）木太伸広

〃 浅井 翼

第1民事部B

裁半ll官 （兼）木太伸広

23

代理部各部 第1順位 第2順位 第3順位

第1部 第2部 第3部 第9部

第2部 第3部 第1部 第8部

第3部 第1部 第2部 第7部
一

第5部 ８
－

立
口
Ｆ
Ｄ１第 ’
一

合
一
ロ

刻
哉１第 第12部
一

第6部 第9部 第7部 第8部

第7部 第8部 第6部 第9部

第8部 第7部 第9部 第6部

代理部各部 第1順位 第2順位 第3順位

第1部 第2部 第3部 第9部

第2部 第3部 第1部 第8部

第3部 第1部 第2部 第8部
■■■■■■■■■■■■■■■■

’
一
ユ
ロ5第 ６
－

立
口
荊
哉１

鍔
弟
’

６
立
口
員
』１

捨
弟 ８
－

立
口１１

儒
弟

第6部 第9部 第7部 第8部

第7部 第8部 第6部 第9部

第8部 第7部 第9部 第6部

第12部 第13部
一

第15部
、－

第14部
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

第13部 第12部 第15部
一

第5部
■■■■■■■■■■■■■■■

第14部 第15部 第5部 第13部

第15部 第5部 第14部 第12部

’

第11部
一

第13部
一

第12部
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

第5部
■■■■■■■■■■■■■■■

第12部 第11部
。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

第13部
一

第15部
一

第13部 第12部 第11部
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

第14部
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

第14部 第15部 第5部 第13部

第15部 第5部 第14部 第12部



【機密性2】
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第2民事部

″
．

〃

(兼）藤野美子

(兼）蛯名 日奈子

I’ (兼）國分 綾

ﾉノ

〃

〃

（兼務解消）

湯浅徳惠

(兼）船
－

ﾉコ 容子

（兼務解消）

村瀬洋朗

(松山家裁へ）

』一塁蓮一三

〃

〃

〃

〃

(兼務解消）

(兼）本田真理子

(兼）柿部泰宏

(代行）初谷湧紀

（職務代行解消）

(兼）山根直輝

裁判官 木太伸広

第1刑事部

〃 船
一

戸 容子

（京都地裁へ）

〃 山根直輝

裁判官 柴田厚司

〃

第2刑事部

〃

〃

〃

竹内大明

藤原靖士

(横浜地裁へ）

本田真理子

(代行）初谷湧紀

(職務代行解消）

裁判官 荒木未佳

〃

〃

西谷大吾

蜷川省吾

〃 柿部泰宏

部に属しない裁判官

裁判官 濱谷由紀

第2民事部

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ﾉノ

〃

(兼）藤野美子

(兼）蛯名 日奈子

國分 綾

(堺支部第1民事部Aから）

湯浅徳恵

(兼）琴岡佳美

（兼務発令）

(兼）本田真理子

(兼）柿部泰宏

(兼）山根直輝

(兼）浅井 翼

(兼務発令）

(代行）薦田
、 、 一

得 平

(職務代行発令）

裁判官 木太伸広

第1刑事部

〃

〃

琴岡佳美

（福岡家裁から）

山根直輝

裁判官 柴田厚司

第2刑事部

〃

〃

〃

〃

裁判官

竹内大明

杉濱美穂

(部に属しない裁判官から）

本田真理子

(代行）薦田淳平

〃 ．

〃

〃

部に属しない裁判官

(職務代行発令）

荒木未佳

西谷大吾

蜷川省吾

柿部泰宏

裁判官 濱谷由紀
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【機密性2】

る求意見に係る事務の2分の1

配当事件を除く債権桝予事件の全部

財産開示事件及び第三者からの情報取

得事件の3分の2

配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律第4章に定める保護

命令申立事件，保護命令の効力停止の

申立事件及び保護命令の取消申立事件

の3分の2

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の

2分の1

る求意見に係る事務の2分の1

配当事件を除く債権執行事件の全部

財産開示事件及び第三者からの情報取

得事件の3分の2

配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律第4章に定める保護

命令申立事件，保護命令の効力停止の

申立事件及び保護命令の取消申立事件

の3分の2

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の

2分の1

(中略）(中略）

古
向 場大地裁判官

(松山地裁へ）

(中略）(中略）

第5編 管内簡易裁判所

第1章 大阪簡易裁判所

第5編 管内簡易裁判所

第1章 大阪簡易裁判所

（係の設置）

第31条第1民事室に民事公判第1から第18

まで並びに第21及び第22の各係を，第2民

（係の設置）

第31条第1民事室に民事公判第1から第18

まで及び第20から第22までの各係を，第2

民事室に民事特殊事件係を，第3民事室に調停

第1から第5までの各係を置き，刑事室に刑事

公判第1及び第2の各係，略式係並びに令状係

を置く。

事室に民事特殊事件係を，第3民事室に調停第

1から第5までの各係を置き，刑事室に刑事公

判第1及び第2の各係，略式係並びに令状係を

置く。

(中略）(中M各）

（民事公判係の事務の分配）

第33条民事公判係には，民事訴訟事件，民事

少額訴訟事件，起訴前の証拠保全事件，民事共

助事件（調停に関する共助事件を除く。 ） ， 当

事者の合意による借地借家法第41条に定める

事件及び意思表示の公示送達事件を配付する。

2前項に規定する事件のうち，民事訴訟事件は、

（民事公判係の事務の分配）

第33条民事公判係には，民事訴訟事件，民事

少額訴訟事件，起訴前の証拠保全事件，民事共

助事件（調停に関する共助事件を除く。 ） ， 当

事者の合意による借地借家法第41条に定める

事件及び意思表示の公示送達事件を配付する，

2前項に規定する事件のうち，民事少額訴訟事

件は，第17，第18及び第20の各係に順次7－第1 弓1から第16まで、第21及び第22の各係

26
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【機密性2】

28

(代行）山本 猛

(職務代行解消）

第2係(月水金） 〃 三木健治

第3係(月水金） 〃 福田 修

第4係(月火木） 〃 岩噌 靖

第5係(月火木） 〃 松本澄清

第6係(月火木） 〃 宇都宮庫敏

第7係(月水金） 〃 田中清道

第8係(木） 〃 寺田俊弘

〃
け

〃 ．

太田朝陽

(民事公判第11係へ）

水嶋正博

(民事公判第7係へ）

第9係(水金） 〃 巽 信裕

第10係(月火木） 〃 伊藤知広

第l 1係(月水金） 〃 西田文則

第12係(月火木） 〃 谷川佳史

第13係(月水金） 〃 西前行雄

第14係(月火木） 〃 山本泰博

之
祐

敏
英

田
瀬

藤
三

″
″

ｊ
ｊ
木
金
火
水
月
月
Ｉ
く
係
係
５
６

１
１

帝
弟
諦
弟

第17係(月火木） 〃 大迫隆
一

一

第2係(月水金） 〃 三木健治

第3係(月水金） 〃 福田 修

〃 上原宏光

(令状係から）

第4係(月火木） 〃 岩噌 靖

第5係(月火木） 〃 松本澄清

〃 (兼）上原宏光

（兼務発令）

第6係(月火木） 〃 宇都宮庫敏

第7係(月水金） 〃 田中清道

〃 水嶋正博

(民事公判第8係から）

第8係(木） 〃 寺田俊弘

〃 舩越英明

(令状係から）

第9係(水金） 〃 巽 信裕

〃 （兼）舩越英明

(兼務発令）

第10係(月火木） 〃 伊藤知広

〃 （兼）水嶋正博

(兼務発令）

第1 1係(月水金） 〃 西田文則

ﾉノ 太田朝陽

(民事公判第8係から）

第12係(月火木） 〃 谷川佳史

〃 (兼）太田朝陽

(兼務発令）

第13係（月水金） 〃 西前行雄

〃 松尾真
一

(令状係から）

第14係(月火木） 〃 山本泰博

〃 (兼）松尾真 －

(兼務発令）

第15係(月火木） 〃 藤田敏 ナ
r←ニーー

第16係(月水金） 〃 三瀬英袖

第17係(月火木） 〃 大迫隆
..－●

a c－●
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【機密性2】

30

第2係（月水木） 〃 並木正男

第5略式係（毎日）

(1)普通略式係

裁判官 松林秀樹

(2)交通即決略式係

〃

〃

〃

〃

〃

(兼）並木正男

(兼）上原宏光

（兼務解消）

(兼）松尾真
一

（兼務解消）

（兼）舩越英明

(兼務解消）

(兼）宮部 稔

（兼務解消）

裁判官 臼井康雄

第6令状係（毎日）

〃

〃

植田武志

(調停第4係へ）

立川唱寛

裁判官 （兼）長瀬敬昭

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(兼）後藤有己

(兼）行方美和

（兼務解消）

(兼）安福幸江

(兼務解消）

(兼）梶川匡志

(兼務解消）

(兼）松本英男

(兼務解消）

(兼）恒光直樹

（兼務解消）

(兼）井谷 喬

(兼）伊藤佑貴

(兼）水谷 翔

(兼）森 朋美

(兼）青木崇史

第2係（月水木） 〃 並木正男

第5略式係（毎日）

(1)普通略式係

裁判官 松林秀樹
旬 0

(2)交通即決略式係

〃 （兼）並木正男

〃

ﾉノ

(兼）池尻修三

(兼務発令）

(兼）高山正之

(兼務発令）

〃 （兼）伊葉匡功

〃

〃

(兼務発令））

(兼）宮川 隆

(兼務発令）

(兼）菅 浩次

(兼務発令）

〃 （兼）藤田康夫

(兼務発令）

裁判官 臼井康雄

第6令状係（毎日）

〃 立川唱寛

裁判官 （兼）長瀬敬昭

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ﾉノ

(兼）後藤有己

(兼）設樂大輔

(兼務発令）

(兼）金友宏平

(兼務発令）

(兼）森田千尋

(兼務発令）

(兼）山田明日香

傲務発令）

(兼）井谷 喬

(兼）伊藤佑貴

(兼）水谷 翔

(兼）森 服鶉

(兼）青木崇史
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Yf

三、 画

■■仏

の魚自房〃）ｲｲ11〃）顛房

昔胎7K事溌グ)'令世童及

隼臼

)分配）

堺簡易裁判所及

の他の簡易裁判可

主| |車遂r力/令､間目j十

]用簡易]田簡易栽半I IF

ノ ー･

也田簡星

fil官

二F_壼壼ｲH

の刑畢手

吉／J-↓

+I事

吐兄

刊事

仕兄 吾僻+''事畔
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32

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法
｡

違反事件

(2)豊中簡易裁判所

裁判官 山本 猛

民事事件

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与

した刑事略式命令事件を除く。 ）

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件 ● ●

裁判官（代行）舩越英明

(中略）

(職務代行解消）

山本裁判官の関与した刑事略式命令事

件に対する刑事正式裁判事件

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法

違反事件

(4)茨木簡易裁判所

裁判官 中村玄介

民事訴訟事件の3分の2

民事訴訟事件を除くその他の民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）松野勝徳

(中略）

(職務代行解消）

民事訴訟事件の3分の1

刑事公判事件

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事

件及び当該裁判官の関与した刑事略式

命令事件を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法

違反事件

令状事件の5分の1

(7) 富田林簡易裁判所

裁判官 矢野靖人

民事事件

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法

違反事件

(2)豊中簡易裁判所
ノ

裁判官 山本 猛

民事事件

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与

Lた刑事略式命令事件を除く。 ）

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）

(中略）

局■ 山正之

（職務代行発令）

山本裁判官の関与した刑事略式命令事

件に対する刑事正式裁判事件

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法

違反事件

(4)茨木簡易裁判所

裁判官 中村玄介

民事訴訟事件の3分の2

民事訴訟事件を除くその他の民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁半ll 官（代行）西村実信

(中略）

(職務代行発令）

民事訴訟事件の3分の1

刑事公判事件

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事

件及び当該裁判官の関与した刑事略式

命令事件を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法

違反事件

令状事件の5分の1

(7)富田林簡易裁判所

裁判官 矢野靖人

民事事件



【機密性21
－ 凸 ＝ 勺 c 昏 一

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の汗ﾘ事事件

裁判官（代行）菅 浩次

代行裁判'自･の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）宮部 稔

(職務代行発令）(職務代行解消）

刑事止式裁f11事件（公職選挙法違反事

件及び当該裁判官の関与した刑事略式

命令事件を除く“ ）

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法

違反事件

(8)羽曳野簡易裁判所

裁判官 武田雄三郎

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその

flh'ハヰ11重宝〃卜
Iじ皇リンノ1 ，｣手←ヨ弓1 1

裁判官（代行)些葉匡功

（職務代行発令）

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事

件及び当該裁判官の関与した刑事略式

命令事件を除く。 ）

刑事略式命令事件ひ)うち，公職選挙法

違反事件

野簡易裁判所

判官 武田雄二郎

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその
/Iﾙ1，‐ハ而菖11＝蕾〃1－
.｢L且』vノノIリーヂー幸1-1一

判官（代行）松尾真一

（8） 羽曳

裁

裁

(職務代行解消）

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事

件及び当該裁判官の関与した刑事略式

命令事件を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法

違反事件

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事

件及び当該裁判官の関与した刑事略式

命令事件を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法

違反事件

’

(中略）(中略）

附貝ll
■■■■■■■■■■■■■■■■■

令和4年 4月1日から施行する。この規程は
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年3月8日諮問）

(令和4年4月1日実施）

34

現 行 変 更 後

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略)

裁判官の配置及び開廷日害ll

第22民事部（普通部） （火水木金）

》

裁判官 松本展幸

〃

ﾉノ

(中略）

直江泰輝

坂川波奈子

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日害'1

第10刑事部（令状部） （毎日）

裁判官 長瀬敬昭

〃

〃

‘

後藤有己

設樂大輔

〃 金友宏平

〃

〃

〃

〃

森田千尋

山田明日香

井谷 喬

伊藤佑員

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日害ll

第22民事部（普通部） （火水木金）

裁判官 松本展幸

〃 ， （代行）龍見 昇

〃

〃

(中略）

(職務代行発令）

直江泰輝

坂川波奈子

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日害'1

第10刑事部（令状部） （毎日）

裁判官 長瀬敬昭

〃

〃

〃

〃

〃

後藤有己

設樂大輔

金友宏平

森田千尋

山田明日香

〃 （代行）小谷侑也

(職務代行発令）

〃 井谷 喬

〃 伊藤佑貴



【撫密』件21
－ ＝ ● P ー

水谷

青木

安藤

薦田

/k谷

青木

安藤

薦田

翔
史
諒
平

翔
史
諒
平

″
″
″
″

″
″
″
″

崇崇

淳
、

旱1■

I

(中略）(中略）

第15刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 末弘陽一

第1 5刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 末弘陽一

代行）松田道別〃

(職務代行発令）

節
里
史
奈
光

節
里
史
奈
光

澤
橋
澤

澤
橋
澤

一
二
古
向
北
小

三
一
局
小

１
１
ｆ

Ｉ
１
１

″
″

ｆ
Ｊ
Ｐ

９
Ｊ

(中略） (中略）

（第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項，第35条第1項，第36条，

第38条第1項及び第39条第1項）

別表5

（第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項，第35条第1項，第36条，

第38条第1項及び第39条第1項）

別表5

I

大阪簡易裁半lj所の裁判官の配置及び開廷日害'1大阪簡易裁判所の裁半ll官の配置及び開廷日割

(中略）(中略）

第6令状係（毎日）

裁判官

〃

ノノ

〃

〃

〃

〃

第6令状係（毎日）

裁判官

〃

〃

〃

〃

〃

（兼）

（兼）

（兼）

（兼）

（兼）

（兼）

(代行）

長瀬

後藤

設樂

金友

森田

山田

小谷

(兼）長

(兼）後

(兼）設

(兼）金

(兼）森

(兼）山

獺
藤
樂
友
田
田

敬昭

有己

大輔

宏平

千尋

明日香

侑也

敬昭

有己

大輔

宏平

千尋

明日香

(職務代行発令）

ｊ
ｊ
ｊ
・
ｊ
ｊ

兼
兼
兼
兼
兼

く
く
・
く

喬
貴
翔
美
史

井
伊
水
森
青

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

兼
兼
兼
兼
兼

Ｉ
く
く
く

喬
貴
翔
美
史

佑
朋
崇

谷
藤
谷
木

井
伊
水
森
吉

佑
朋
崇

谷
藤
谷
木

Ｊ
１
ｌ
Ｉ
１

Ｊ
Ｊ
１
ｊ
Ｉ

１
１
Ｊ
１
Ｊ

１
Ｊ
１
Ｉ
Ｉ
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36

涼

平
三
之
功
隆
次
夫
男
樹

淳
修
正
匡
浩
康
正
秀

(兼）安藤

(兼）薦田

池尻

高山

伊葉

宮川

菅

藤田

(兼）並木

(兼）松林

１
Ｊ
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
１
１

１
１
Ｊ
Ｊ
１
１
Ｊ
１
１
Ｉ

(中略） (中略）

附則
ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■

〃

〃

〃

〃

〃

ﾉノ

〃

〃

〃

〃

藤
田

安
薦

ｊ
ｊ
兼
兼

く
、

得■

、．

侃■

平

池尻修三
■ 一

局 山正之

伊葉匡功

宮川 隆

菅 浩次

藤田康夫

(兼）並木正男

(兼）松林秀樹

この規程は，令和4年4月1日から施行する。



【機密性2】
一 ▲ ｡ 一

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年3月16日諮問）

（令和4年4月1日実施）

＝ロ Ⅱ一吟

舅10刑襄 第10刑事部（令状部） （毎旧

判官 晨

琲
佑

日
答

斗
，
羽

Fヨ ／I、

安藤
主昔 ’三m

平昨

ョ 』

ヨ〃~Wh

ヨユ･ノとl李r塚

一C

平脱■■

37

現 行
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変 更
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後
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第1民事部B

栽

H活采

過具珪

訳寮

丑） ノワT lノ

二P岬

菫1升||專需

平昨

《
尿
，
１

章
項
笛

鯏
荊
蠅

１
ノ
条
只

所
５
笛

判
３
Ｒ

裁
第
附

湖
頁
杠百

雨 （官し
▲
■
■
■
■
凸
■
■
８
９
▲
■
■
▼
《
■
ｅ
《
■
Ｕ
■
ｒ
８
１
■
■
■
■
■
■

Z1一.＝

_"_」

38

第1民事部B

(中略）

裁判官 （兼)木太伸広

〃

〃

〃

ﾉノ

〃

第1刑事部

(中略）

〃

〃

〃

〃

〃

(兼）藤野美子
6 －

(兼）蛯名 日奈子

國分 綾

湯浅徳恵

美
子
宏
輝

理

佳
真
泰
直

岡
田
部
根

琴
本
柿
山

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

兼
兼
兼
兼

く
ｌ
ｌ
ｌ

(兼）浅井

(代行）薦田
、L‐

得

翼
平

裁判官 柴田厚司

〃

〃

〃

〃

竹内大明

杉濱美穗

本田真理子

(代行）薦田
、． 、 一

拝 平

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項，第35条第1項，第36条

第38条第1項及び第39条第1項）

，
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別表5別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割’ 大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

(中略） (中略） ’

第6令状係（毎日）

裁判官

〃

〃

ノノ

〃

〃

第6令状係〈毎日）

裁判官

〃

〃

〃

〃

〃

、
、
６
Ⅱ
，
ノ
、
１
‐
Ｊ
〃
、
Ｉ
Ｉ
Ｊ
ノ
、
１
１
Ｊ
ノ
〃
、
１
，
Ｊ
ノ
、
１
８
Ｊ
／
、
、
ｊ
ノ
兼
兼
兼
兼
兼
兼
行

ノ
ー
＼
・
ノ
ー
１
、
／
１
１
、
／
Ｉ
、
／
ｌ
ｑ
、
ノ
ー
、
に
財

〃
〃
○
Ｇ
口
日
０

グ
ｆ
ｒ
ｌ
■
、
、

瀬
藤
樂
友
田
田
谷

長
後
設
金
森
山
小

敬昭

有己

大輔

宏平

千尋

明日香

侑也

（兼）

（兼）

（兼）

（兼）

（兼）

（兼）

/ｲLレチニ1
1｜、1 jノ

(代行）

瀬
藤
樂
友
田
田
谷
藤

長
後
設
金
森
山
小
伊

敬昭

有己

大輔

宏平

千尋

明日香

侑也

友紀子

’
’

ﾛロ

ノノ
Ｉ
Ｊ
ｆ
Ｊ

’〃

(職務代行発令）

喬
貴
翔
美
史
涼
平
三
之
功
隆
次
夫
男
樹

、
１
Ｊ
ノ
、
１
ｊ
ノ
、
１
Ｊ
ノ
、
１
Ｊ
ノ
、
１
１
／
、
１
Ｊ
ノ
、
１
１
ノ

兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼

雪
ｌ
く
く
く
く
Ｉ
・

『
、
Ｅ
０
ｊ
Ｊ
″
、
ｎ
９
Ｊ
Ｈ
ノ
グ
、
８
Ⅱ
Ｊ
，
〃
、
１
，
Ｊ
〃
〃
』
屯
Ⅱ
８
，
〃
〃
、
、
０
８
〃
〃
グ
、
、
Ⅱ
″
〃
〃

兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼

辱
ｆ
Ｉ
ｂ
１
、
〆
Ｊ
０
１
、
ノ
Ｊ
０
ｌ
１
、
Ｊ
Ｉ
Ｉ
ｌ
、
／
ｆ
１
１
瓦
／
０
１
１
、
／
ｆ
Ｉ
１
Ｒ

井
伊
水
森
青
安
薦
池
高
伊
宮
菅
藤
並
松

佑
朋
崇
淳
修
正
匡
浩
康
正
秀

谷
藤
谷
木
藤
田
尻
山
葉
川
田
木
林

井
伊
水
森
青
安
薦
池
高
伊
宮
菅
藤
並
松

喬
貴
翔
美
史
涼
平
三
之
功
隆
次
夫
男
樹

佑
朋
崇
淳
修
正
匡
浩
康
正
秀

谷
藤
谷
木
藤
田
尻
山
葉
川
田
木
林

１
Ｊ
ｊ
Ｉ
Ｊ
１
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
１
Ｊ
ｌ
ｊ
Ｊ

１
１
１
１
１
ｊ
Ｉ
１
１
１
Ｊ
１
Ｊ
ｊ
Ｉ

１
Ｊ
Ｊ
１
１
Ｊ
ｊ
Ｉ
Ｊ
１
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
Ｊ

１
Ｊ
１
１
１
ｊ
Ｉ
１
１
１
１
ｊ
ｊ
Ｊ
１

ｊ
ｊ
兼
兼

Ｉ(兼）

(兼）

(中略）(中略）

附員|｜
■■■■■■■■■ﾛ■■■■■■■■■

令和4 4月1日から施行するこの規程は 年 C
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年3月29日諮問）

（令和4年4月1日実施）

40

現 行 変 更 後

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日害'1

第11民事部（普通部） （月水木金）

裁判官 土井文美

(中略）

〃

〃

石原和孝

奥田達生

〃 小

〃

〃

島 務

(兼）関 尭煕

宮澤裕登

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日害'1

第5刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 中川綾子

〃 ’恒光直樹

〃 ／
、

〃

〃

l、泉健介

西村拓己

(兼）宮澤裕登

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第11民事部（普通部) (月水木金）

裁判官 土井文美

(中略）

〃

〃

〃

石原和孝

(代行）神谷善英

(職務代行発令）

奥田達生

〃 ／

〃

〃

｣、 島 務

(兼）関 尭 便B
J,、、

宮澤裕登

(第3編（本庁刑事部)第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日害'’

第5刑事部（普通部） （毎日）

裁半ll官 中川綾子

〃

〃

(兼）久禮博 一

(兼務発令）

恒光直樹

〃 ／

〃

〃 ．

j、泉健介

西村拓己

(兼）宮澤裕登
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年3月3日諮問）

(令和4年4月5日実施）

二P畔

事8民事苔

〃

〃

〃

〃

〃

ョ|沖号ｲ11+ｲI雲P

〃 再 四

入傍

安井

木戸、

〃

〃

〃

〃

〃

■■

穿
‐
祁

草
頂
く
笛

卿
謝
唯

ｊ
条
ｑ

肋
５
塗

耐 （菅P、l簡易

１
生
弟
丞
宋
只

４
つ
、

ご
事

鶉db

42

現 行 変 更 後

p －
4 ．

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日害'1

第8民事部（普通部） （月水木金）

裁判官 中尾 彰

〃

〃

〃

〃

(中略）

松本明子

遠藤謙太郎

(司法研修所へ）

暁
輝拓

永
野

神
籔

第15民事部（交通部） （毎日）

裁判官

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(中略）

武田瑞佳

島田正人

溝口 優

久保貴紀

安井龍明

木戸口

藤田

瞳成

一

真

林 憲太朗

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条’第

34条第1項，第35条第1項，第36条

第38条第I項及び第39条第1項）

別表5

？



I櫟癖件21
‐ ●グ クーー○一凸一一

大阪簡易裁判所㈱裁判官の配置及び開廷日割’ 大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

第1 民事公判係第1 民事公判係

(中略）(中略）

第l8係（月ｲく金)裁判官 久保隆俊 第18係(月水金)裁判官 吉田 准
～一や

’

(定年退官）

吉田 進〃

(中略） (中略）

I

| ▲鋼『,、ハゾfr， ‐圭叫干宕LL毒/叫一I元 ／､口、《峠，エ,-,点万

一牙シ色 に迄手ｲ寸'4本-尹''十'iホ（風|jびく4､1-1円牛，

促，保全，非訟等） （毎日）

裁判官 （兼）

〃

〃

〃

〃

〃

ノノ

〃

〃

〃

〃《

〃

〃

〃

〃 （兼）

〃 （兼）

牛
一
口

僻
陸
一
不
八
岑

毎
肩
壁、 再＝帥士疸叫･蕾か↓･ｲﾏテ ／口nケhエr,烏刀 ／,、_ニニノ暁4トト ァ信叉
牙シ全 ’二画-季'1寸ﾌ不手｡､'十'i不（瓜l｣1ﾉ八s1,1｣淵干， ユ葛／j、1匡口， 園

促，保全，非訟等） （毎日）

裁判官 （兼）井上直哉

〃 村岡 寛

〃 佐伯美保

〃 松野勝徳

〃 中山 一一馬

〃 倉田孝雄

〃 大家嘉朗

〃 小林勘一郎

〃 IlI 下雅資

〃 和田一臣

〃 西村実信

ノノ 川畠'｜勝巳

〃 水野和雄

〃 苅谷 誠

〃 （兼）大迫隆二

哉
寛
保
徳
馬
雄
朗
郎
資
臣
信
巳
雄
誠
二
俊

直
美
勝
一
孝
嘉
勘
雅
一
実
勝
和
隆
隆

上
岡
伯
野
山
田
家
林
下
田
村
副
野
谷
迫
保

井
村
佐
松
中
倉
大
小
山
和
西
川
水
苅
大
久

Ｉ
ｉ
Ｉ

’

’

(兼務解消）

〃 （兼）吉田 進〃 （兼）吉田 進

(中略）(中略）

附則
一

この規程は，令和4年4月5日から施行する
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年3月3日諮問）

(令和4年4月6日実施）

44

現 行 変 更 後

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項，第35条第1項，第36条

第38条第1項及び第39条第1項）

別表5

タ

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

第1 民事公判係

(中略）

第21係(月水金)裁判官 瀧川勝子

(中略）

〃

(吹田簡裁へ）

朝田和男

第4章 その他の簡易裁判所

(裁判官の配置及び事務の分配）

第51条大阪簡易裁判所，堺簡易裁判所及び岸

和田簡易裁判所を除くその他の簡易裁判所にお

ける裁判官の配置及び裁判事務の分配は，次の

とおりとする。

(中略）

(3)吹田簡易裁判所

裁判官 白崎省吾

民事事件

(定年退官）

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）川畠l1勝巳

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項第35条第1項，第36条，第3

8条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

第1 民事公判係

(中略）

第21係（月水金）裁判官 朝田和男

(中略）

第4章 その他の簡易裁判所

(裁判官の配置及び事務の分配）

第51条大阪簡易裁判所，堺簡易裁判所及び岸

和田簡易裁判所を除くその他の簡易裁判所にお

ける裁判官の配置及び裁判事務の分配は，次の

とおりとする。

(中略）

(3)吹田簡易裁判所

裁判官 瀧川勝子

民事事件

(大阪簡裁から）

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）川畠'l勝巳

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事



【機密性2】

45

(中略）

件及び当該裁判官の関与した刑事略式

命令事件を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法

違反事件

(中略）

附則
一

件及び当該裁判官の関与した刑事略式

命令事件を除く． ）

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法

違反事件

この規程は，令和4年4月6日から施行する。



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年4月13日諮問）

(令和4年4月15日実施）

46

現 行 変 更 後

第4編支部

第1章 堺 支 部

(裁判官の配置）

第24条堺支部における裁判官の配置は，次の

とおりとする。

(中略）

第1民事部B

(中略）

裁判官 （兼）木太伸広

第1刑事部

〃

ﾉノ

ﾉノ

〃

〃

〃

〃

〃

ﾉノ

〃

〃

〃

〃

(兼）藤野美子

(兼）蛯名 日奈子

(兼）國分 綾

湯浅徳恵

美
子
宏
輝
翼

理

佳
真
泰
直

岡
田
部
根
井

琴
本
柿
山
浅

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

兼
兼
兼
兼
兼

く
ｌ
く
ｌ
ｌ
(代行）薦田

、

拝， 平

(兼）竹内大明

(兼）西谷大吾

(兼）蜷川省吾

〃 （代行）金友宏平

〃 (兼）杉濱美穂

(依願免本官並びに兼官）

裁判官 柴田厚司

〃

〃

〃

竹内大明

杉濱美穂

(依願免本官並びに兼官）

(代行）金友宏平

第4編支部

第1章 堺 支 部

(裁判官の配置）

第24条堺支部における裁判官の配置は，次の

とおりとする。

(中略）

第1民事部B

(中略）

裁判官 （兼）木太伸広

第1刑事部

〃

〃

〃

〃

(兼）藤野美子

(兼）蛯名 日奈子

(兼）國分 綾

湯浅徳恵

〃 （兼）琴岡佳美

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(兼）本田真理子

(兼）柿部泰宏

(兼）山根直輝

(兼）浅井 翼

(代行）薦田淳平

(兼）竹内大明

(兼）西谷大吾

ノノ （兼）蜷川省吾

〃 （代行）金友宏平

裁判官 柴田厚司

〃

〃

竹内大明

(代行）金友宏平
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子
平

理真
淳

田
田

本
薦

、
、
１
０
０
，
〃
行代

本田真理子

(代行）薦田淳平
’″

″
″
″

(中略）(中略）
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
Ⅱ
Ⅱ
日
日
①
■
■
串
。
■
９
１
Ⅱ
９
６
■
９
４
■
■
９
０
▲
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ｊ
１
Ｉ
Ｂ
ｌ
Ⅱ
日
凸
■
■
Ⅱ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｒ
■
・
■
毎
ｂ
■
ｂ
■
■
Ⅱ
■
■
■
■
・
星
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｆ
■
■
■
■
■
■
■
Ｆ
Ｄ
一
■
■
一
■
■
■
ｄ
■
■
■
Ｕ
ｐ
ｎ
■
■
■
■
■
■
■

（第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項，第35条第1項，第36条，

第38条箒i項及び篭39条第1項）

別表5

（第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項，第35条第1項，第36条，

第38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割 大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

(中|略） (中略）

１
１

第5略式係（毎日）

(1)普通略式係

裁判官

〃 ．

第5略式係（毎日）

(1)普通略式係

裁半|j官

〃

林秀

木正

尻修

松
並
池

林秀

木正

尻修

松
並
池

１
．
．
ｊ

兼
兼

／
″
ｆ
ｌ
ｋ
、
少
〃
，
‐
１
、
、

樹
男

樹
男
三 ’

、
ノ
ー
″

兼
兼

／
’
“
０
■
ｑ
、
、
、
ノ
●
″
，
ｕ
０
、
、
、’ 〃 〃

一

〃 （兼）高山正之 ’ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

嫌
嫌
傲
廉
髄

高
伊
宮
菅
藤

之
功
隆
次
夫

山正

葉匡

川

浩

田康

″
″
″
″
″

功
隆
次
夫

匡
浩
康

葉
川
田

伊
宮
菅
藤

、
１
１
ノ
、
１
Ｊ
ノ
、
１
１
ノ
、
●
１
Ｊ
ノ

廉
廉
廉
嫌

″
″
″
″

’(中略）(中略）

第6令状係（毎日）

裁判官

〃

ノノ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ノノ

〃

第6令状係（毎日）

裁判官

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ノノ

〃

〃

（兼）長

（兼）後

（兼）設

（兼）金

（兼）森

（兼）山

(代行）小

(代行）伊

（兼）井

（兼）伊

（兼）水

（兼）森

瀬
藤
樂
友
田
田
谷
藤
谷
藤
谷

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
１
．
１
１
．
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

兼
兼
兼
兼
兼
兼
行
行
兼
兼
兼
兼

／
，
Ｉ
、
曇
／
Ｉ
、
、
／
０
日
Ⅵ
、
／
Ｉ
ｑ
、
、
／
●
Ｉ
、
／
１
１
，
．
い
』
’
、
ｖ
、
，
い
』
、
、
沖
、
ｐ
’
’
１
ｋ
／
“
ｆ
１
ｋ
／
０
ｉ
、
、
／
，
ｌ
、
、

、
″
牛
繩
，
，
‐
．
，
生
和
‘
‐
，
二
■

瀬
藤
樂
友
田
田
谷
藤
谷
藤
谷

敬昭

有己

大輔

宏平

千尋

明日香

侑也

友紀子

喬

佑貴

翔

朋美

敬昭

有己

大輔

宏平

千尋

明日香

侑也

友紀子

喬

佑貴

翔

朋美

長
後
設
金
森
山
小
伊
井
伊
水
森

47



【機密性2】
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(中略）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃6

〃

〃

(兼）青木崇史

藤
田

安
薦

ｊ
ｊ
兼
兼

く
、

得■

、d

呪r

平

三
之
功
隆
次
夫

修
正
匡
浩
康

尻
山
葉
川
田

池
高
伊
宮
菅
藤
(兼）並木正男

(兼）松林秀樹

第4章その他の簡易裁判所

(裁判官の配置及び事務の分配）

第51条大阪簡易裁判所，堺簡易裁判所及び岸

和田簡易裁判所を除くその他の簡易裁判所におけ

る裁判官の配置及び裁判事務の分配は，次のとお

りとする。

(中略）

(2)豊中簡易裁判所

裁判官 山本 猛

民事事件

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。 ）

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

裁判官（代行） 高山正之

山本裁半ll官の関与した刑事略式命令事件に

対する刑事正式裁判事件

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法違反

事件

(中略）

(中略）

〃 （兼）青木崇史

〃 （兼）安藤

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(兼）薦田
、

惇2

、．

侃■

平

三
之

修
正

尻
山

池
高

伊葉匡功

宮川 隆

菅 浩次

藤田康夫

(兼）並木正男

(兼）松林秀樹

第4章その他の簡易裁判所

(裁判官の配置及び事務の分配）

第51条大阪簡易裁判所，堺簡易裁判所及び岸

和田簡易裁判所を除くその他の簡易裁判所におけ

る裁判官の配置及び裁判事務の分配は，次のとお

りとする。

(中略）

(2)豊中簡易裁判所

裁判官 山本 猛

民事事件

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。 ）

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

裁判官（代行） 高山正之

山本裁判官の関与した刑事略式命令事件に

対する刑事正式裁判事件

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法違反

事件

(中略）

附則
－

この規程は，令和4年4月15日から施行す



【機密性21
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C D

る。
－



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年3月16日諮問）

(令和4年4月18日実施）

50

現 行 変 更 後

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部（保全部） （毎日）

裁判官 井上直哉

(中略）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

三宅知三郎

太田多恵

林 奈桜

豊臣亮輔

(松山地裁へ）

丸林裕矢
、

氷 田雄 一

内藤陽子

浜崎俊文

(兼）井谷 喬

須藤奈未

中澤崇晶

亀井健斗

中川和俊

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部（保全部） （毎日）

裁判官 井上直哉

〃

〃

〃

〃

三宅知三郎

太田多恵

林 奈桜

丸林裕矢
、

(中略）

附則
I■■■■■■■■■■■■■■■

る Q
■■■■■■I■■■■■■

ﾉノ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

氷 田雄 一

内藤陽子

浜崎俊文

(兼）井谷 喬

須藤奈未

中澤崇晶

亀井健斗

中川和俊

－の相程け今釆n4"4日1只円デ)酎陰,栴才〒‐ｵー



『鯉癖,畔'1
塁？〃；～？ ・ ・ ． p 、 一一＝

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年4月20日諮問）

(令和4年4月26日実施）

’
苫o塑戸 /詞一F〒ﾆｰ』」

別表3

’

’彗脇び開廷日署

平岬

第10升||事吾弟10汁|｣串部（令坊

←I， 、1，．9 一 ＝ 、野辛『． 河テ1 I, ､『"■0 一 ＝ ､-吋 判イー n戸

減干|」 目

〃

〃

〃

〃

〃

〃

反
後
設
金
森
山
小ｊ行吠

獺
藤
樂
友
田
田
谷

句X ロ首

有己

大輔

宏平

千尋

明日香

侑也

裁干|」 目

〃 →

〃

ノノ

〃

〃

反保貝

後藤

設樂

金友

森田

山田

qX ロ箇

有己

大輔

宏平

千尋

明日香

(職務代行解消）

藤
谷
藤
谷
木
藤
田

藤
谷
藤
谷
木
藤
田

友紀子

喬

佑貴

翔

崇史

諒

淳平

伊
井
伊
水
青
安
篇

ｊ行代Ｉ 友紀子

喬

佑貴

翔

崇史

諒

淳平

伊
井
伊
水
青
安
薦

ｊ行代く０
口
■
ク
ｒ
。
〃
〃
〃
グ
●
〃
■
，
４
ロ
■
■
〃
，
。
■
″
″
，
。
■
■
ｇ
ｆ
一
■
ロ
ロ
〃
ｒ

Ｄ
ｇ
ｐ
″
〃
今
ロ
ロ
″
ｆ
●
■
″
ク
リ
一
■
〃
Ｄ
ｒ
今
■
Ｊ
ｐ
６
●
■
■
ｒ
‐
△
■
〃
″
ｆ

Ｊ
１
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｊ

Ｉ
ｊ
Ｉ
１
，
Ｊ
１
Ｉ

(中略）(中略） 一

第6令状係（毎日）

裁判官

〃

〃

〃

〃

ノノ

第6令状係（毎日）

裁判官

〃

〃

〃

〃

〃

〃

瀬敬昭

藤有己

樂大輔

友宏平

田千尋

田明日香

（兼）

（兼）

（兼）

（兼）

（兼）

（兼）

(代行）

長
後
設
金
森
山
小

瀬
藤
樂
友
田
田
谷

(兼）長

(兼）後

(兼）設

(兼）金

(兼）森

(兼）山

敬昭

有己

大輔

宏平

千尋

明日香

侑也

(職務代行解消）

51

現 行 変 更 後



【機密性2】

52

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(代行）伊藤友紀子

(兼）井谷 喬

(兼）伊藤佑貴

(兼）水谷 翔

(兼）森 朋美

(兼）青木崇史

ノノ （兼）安藤

〃

〃

〃

ﾉノ

〃

〃

〃

〃

〃

(兼）薦田
、

得r

、 6 -

抄只

平

三
之
功
隆
次
夫

修
正
匡
浩
康

尻
山
葉
川
田

池
高
伊
宮
菅
藤
(兼）並木正男

(兼）松林秀樹

(中略）

附則
■■■■■■■■■■■■■■■

る ◎

ﾉノ

〃

〃

〃

〃

ﾉノ

〃

ﾉノ

ﾉノ

ﾉノ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(代行）伊藤友紀子

(兼）井谷 喬

(兼）伊藤佑貴

(兼）水谷 翔

(兼）森 朋美

(兼）青木崇史

(兼）安
一

月泰

(兼）薦田
、

得Ⅱ

、 r

1県

平

三
之
功
隆
次
夫

修
正
匡
浩
康

尻
山
葉
川
田

池
高
伊
宮
菅
藤
(兼）並木正男

(兼）松林秀樹

この規程は、令和4年4月26日から施行す



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年5月23日諮問）

(令和4年5月17日実施）

53

現 行 変 更 後

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日害'l

第16民事部（普通部） （月水木金）

(中略）

裁判官 石丸将利

〃

〃

堀部麻記子

村上貴昭

第22民事部（普通部） （火水木金）

(中略）

裁判官 松本展幸

〃

〃

〃

(代行）龍見 昇

直江泰輝

坂川波奈子

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第2刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 西川篤志

(第2編（本庁民事部)第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日害l1

第16民事部（普通部） （月水木金）

(中略）

裁判官 石丸将利

〃 堀部麻記子

村上貴昭〃

〃 武藤 遼

第22民事部（普通部） （火水木金）

(中略）

(任補）
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

裁判官 松本展幸

〃 （代行）龍見 昇

〃 直江泰輝

〃

〃

坂川波奈子

加藤雄大

(任補）
－

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日害'l

第2刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 西川篤志



【機密性2】

苫屋－1ヨ

ﾉノ

’
二口服

〃 】
王
白

〃

二P畔

’

口
第7jfll事部（翌

〃

ﾛ． 用邪

票9H-ll事吾

54

(中略）

〃

〃
タグ

第5刑事部（普通部） （毎日）

(中略）

久禮博
一

竹本真梨子

(第1()刑事部へ）

裁判官 巾川綾子

〃

〃

(兼）久禮博
－

恒光直樹

〃 ノ

〃
"〃

〃

l、 泉健介

汗有 士十 二t五・ コ
－ ′1 J 」'Hｰ

(兼）宮澤裕登

第6刑事部（普通部） （毎日）

(中略）

(兼務解消）

裁判官 大寄 淳

〃

〃

〃

江
哉

幸
玲

福
嶋

安
広

(兼）小西池 将

第7刑事部（普通部） （毎日）

(中略）

(兼務解消）

裁判官 佐藤弘規

〃

ﾉノ

松本英男

(兼）安

第9刑事部（普通部） （毎日）

墨
＝ 大智

(兼務解消）



【機密性2】

55

(中略）

裁判官 矢野直邦

〃

〃

行方美和

(兼）広嶋玲哉

第10刑事部（令状部） （毎日）

（兼務解消）

裁判官 長瀬敬昭

ﾉノ

〃

ﾉノ

〃

〃

〃

〃

〃

〃
や

(中略）

ﾉノ

ﾉノ

〃

後藤有己

設樂大輔

金友宏平

森田千尋

山田明日香

(代行）伊藤友紀子

第13刑事部（普通部） （毎日）

(中略）

井谷 喬

伊藤佑貴

水谷 翔

青木崇史

藤
田

安
薦 、‘ 8 －

得

三日 -

課

平

裁判官 岩崎邦生

〃

〃

梅澤利昭

(兼）比舍昌志

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項，第35条第1項，第36条

第38条第1項及び第39条第1項）

別表5

，

(中略）

裁判官 矢野直邦

〃

〃

第10刑事部' (令状部) (毎日）

(中略）

行方美和

豊田
且 一

局 史

(任補）
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

裁判官 長瀬敬昭

〃 ‘

〃

、 〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

後藤有己

設樂大輔

金友宏平

森田千尋

山田明日香

(代行）伊藤友紀子

井谷 喬

伊藤佑貴

水谷 翔

青木崇史

安藤 諒

薦田
、

惇1 平

〃 竹本真梨子

(第2刑事部から）

第13刑事部（普通部） （毎日）

(中略）

裁判官 岩崎邦生

〃

〃

〃

梅澤利昭

(兼）比舍昌志

北岡佑太

(任補）
■■■■■■■■■ﾛ■■■■■■■■■■■■■

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項，第35条第1項，第36条，

第38条第1項及び第39条第1項）

別表5



【機密性2】

56

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

(中略）

第6令状係（毎日）

(中略）

裁判官 （兼）長瀬敬昭

〃

〃

〃

〃

〃

〃

″
．

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

己
輔
平
尋
香日

有
大
宏
千
明

藤
樂
友
田
田

後
設
金
森
山

１
．
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

兼
兼
兼
兼
兼

〃
ｊ
Ｉ
１
、
／
Ｊ
〃
’
０
、
／
Ｊ
０
０
、
〃
Ｊ
１
ｂ
１
、
〃
″
ｆ
唖
１
、

(代行）伊藤友紀子

(誌1辻公 喬、./11、ノ ノI 、H

(兼）伊
－0一参一

勝

(兼）水谷

佑貴

翔

(兼）森 朋美

(兼）青木崇史

(兼）安藤

(兼）薦田淳

、ロ ロ ー

侃
平

三
之
功

修
正
匡

尻
山
葉

池
高
伊
川古ロ 隆

菅 浩次

藤田康夫

(兼）並木止男

〃 （兼）松林秀樹

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日害'l

(中略）

第6令状係（毎日）

裁判官 （兼）長瀬敬昭

〃

〃

〃

ﾉノ

ﾉノ

〃

〃色

〃

〃

〃

〃

〃
､

(中略）

附則
－

る 0
■■■■■■■■■■■■■

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

0ﾛ

ﾉﾉ

〃

(兼）後藤有己

(兼）設樂大輔

(兼）金友宏平

(兼）森田千尋

(兼）山田明日香

(代行）伊藤友紀子

(兼｝＃鴛 鴦

(兼）伊藤佑貴

(兼）水谷 翔

(兼）森 朋美

(兼）青木崇史

藤
田

安
薦

、
０
１
ノ
ノ
、
６
１
〃
／

兼
兼
Ｉ
く 、 且 一

惇

､.

侃■

平

(兼）竹本真梨子

(兼務発令）

三
之
功
隆
次
夫

修
正
匡
浩
康

尻
山
葉
川
田

池
高
伊
宮
菅
藤
(兼）並木正男

(兼）松林秀樹

この規程は、令和4年5月17日から施行す



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年5月1 1日諮問）

(令和4年5月18日実施）

57

現 行 変 更 後

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項，第35条第1項，第36条，

第38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日害'’

(中略）

第2民事特殊事件係（即決和解，公示催告，

督促，保全，非訟等） （毎日）

裁判官 （兼）井上直哉

〃

〃

ﾉノ

ﾉノ

ﾉノ

〃

村岡 寛

佐伯美保

松野勝徳

中山
一

馬

(定年退官）

倉田孝雄

大家嘉朗

〃 ／

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

l、林勘一郎

山下雅資

和田
一

臣

西村実信

川副勝巳

水野和雄

苅谷 誠

(兼）大迫隆

(兼）吉田

一

一

進

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項第35条第1項，第36条，

第38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日害'l

(中略）

第2民事特殊事件係（即決和解公示催告，

督促，保全，非訟等） （毎日）

(中略）

附則
q■■■■■■■■■■■■■■■■■

る ○

裁判官 （兼）井上直哉

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

村岡 寛

佐伯美保

松野勝徳

倉田孝雄

大家嘉朗

小林勘一郎

山下雅資

〃 和田

〃

〃

〃

〃

〃

〃ゆ

一

臣

西村実信

ﾉl l g'l勝巳

水野和雄

苅谷 誠

(兼）大迫隆
一

一

(兼）吉田 進

この規程は、令和4年5月18日から施行す



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年5月11日諮問）

(令和4年5月20日実施）

58

現 行 変 更 後

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項，第35条第1項，第36条，

第38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日害'1

(中略）

第2民事特殊事件係（即決和解，公示催告

督促，保全，非訟等） （毎日）

裁半||官 （兼）丼上直哉

〃

〃

〃

〃

〃

村岡 寛

佐伯美保

松野勝徳

(御船簡裁へ）

倉田孝雄

大家嘉朗

〃 ／

〃

l、林勘一郎

山 ド雅資

〃 和田

〃

〃

〃

〃

ﾉノ

〃

一

臣

西村実信

l l l
グ 0
gll "P
ｰ｡ ノづン‘ ー

水野和雄

苅谷 誠

(兼）大迫隆
一

－

(兼）吉田 進

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項，第35条第1項，第36条

第38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁半ll官の配置及び開廷日害'l

(中略）

第2民事特殊事件係（即決和解，公示催告，

督促，保全，非訟等） （毎日）

(中略）

附貝l1
■■■■■■■■■■■■■■■■■

至一

》

裁判官 （兼）井上直哉

〃

〃

ﾉノ

〃

〃

〃

〃

〃

村岡 寛

佐伯美保

倉田孝雄

大家嘉朗

小林勘一郎

山 下雅資

和田
一

臣

西村実信

ノノ 川副勝巳

〃

〃

〃

〃

水野和雄

苅谷 誠

(兼）大迫隆
一

一

(兼）吉田 進

この規程は、令和4年5月20日から施行す



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年5月31日諮問）

（令和4年6月1日実施）

品 （本斤民事部）顎3重顎10条静

言の配置及び開廷日菩

■■

〃

〃

再 叫

入傍

麦弁

木戸祠

〃

〃

〃

ﾉノ

〃
一

〃

中昨

一

〃

〃 汁 ．｣ニ ホ古実十

万田筐生〃

■■ 』

舅19民事胃

I

０

‐

０

１

０

．

一

口
ｒ
↑
一

能宗夫〃

59

現 行 変 更 後

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第15民事部（交通部） （毎日）

(中略）

裁判官 武田瑞佳

〃 （兼）石丸将利

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

（兼務解消）

島田正人

中武由紀

溝口 優

久保貴紀

安井龍明

木戸口

藤田

匠成

一 真

林 憲太朗

第17民事部（医事部） （月火水木）

(中略）

裁判官 徳増誠
一

〃 （兼）三宅知三郎

〃

〃

〃

第19民事部（医事部） （毎日）

（兼務解消）

葛西功洋

井上結美子

西田篤史

裁判官 田口治美

ノノ 能宗美和



【機密性2】
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(中略）

〃 ノ

〃

l、川貴裕

(兼）丸林裕矢

ノ

（兼務解消）

l､西池 将

第22民事部（普通部） （火水木金）

(中略）

裁判官 松本展幸

〃

０
″
〃

〃
〃
〃

９
“
Ｊ

Ｏ
８
Ｊ

●

(代行）龍見 昇

(職務代行解消）

輝
子
大

云
不

泰
波
雄

江
川
藤

直
坂
加

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第8刑事部（普通部） （毎日）

(中略）

裁半ll 官 田中伸

〃

〃

一一一

本村曉宏

安 曇 大智

(兼）薦田淳平

第13刑事部（普通部） （毎l｣）

(兼務解消）

裁判官 岩崎邦生

〃

〃

ｊ
Ｉ
０
Ｊ

梅澤利昭

(兼）比舍昌志

(兼務解消）

北岡佑太

(中略）

〃 小川貴裕

〃 ノj､西池

第22民事部（普通部） （火水木金）

(中略）

■
も
グ|寺

裁判官 松本展幸

〃

〃

『’

ノノ

輝
子
大
奈

泰
波
雄

江
川
藤

直
坂
加

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日吉'l

第8刑事部（普通部） （毎日）

(中略）

裁判官 田中伸

〃

〃

第13刑事部（普通部） （毎日）

裁判官

〃

〃

一

本村曉宏

安 黒＝． 士〆″ 、 智

岩崎邦生

梅澤利昭

北岡佑太



【機密性2】
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(中略）

第15刑事部（普通部） （毎日）

(中略）

裁判官 末弘陽

ﾉノ

一

(代行）松田道別

(職務代行解消）

〃 （代行）船戸宏之

〃

〃

〃

(職務代行解消）

三澤節史

局■ 橋里奈

小澤 光

(中略）

第15刑事部（普通部） （毎日）

(中略）

附則
－

裁判官 末弘陽

〃

〃

一

三澤節史

局岱

〃 小

橋里奈

澤 光

この規程は、令和4年6月1日から施行する。



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年5月31日諮問）

（令和4年6月6日実施）

’ (第 2編 室鞘1 （）粂詐

|別表】

i

I""
｜
L
｜

仲略）

’

ヨ ロ Ⅱ一

0 ‐ ・信 測
垂
《

一
一
州
Ｈ
↓
ア
シ

磨
荏

眞
力

里 尹 干使

王6損
L__

62

現 行 変 更 後



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年5月23日諮問）

(令和4年6月10日実施）

63

現 行 変 更 後

第4編 支 部

第1章 堺 支 部

(裁判官の配置）

第24条堺支部における裁判官の配置は，次の

とおりとする。

第1民事部A

(中略）

裁判官 浜本章子

ﾉノ

〃

〃

〃

〃

(鹿児島地家裁へ）

藤野美子

蛯名 日奈子

(兼）國分 綾

(兼）湯浅徳恵

浅井 翼
一、

第4編 支 部

第1章 堺 支 部

(裁判官の配置）

第24条堺支部における裁判官の配置は，次の

とおりとする。

第1民事部A

(中略）

附則
■■■■■■■■■■■■■■■

る ○
－

裁判官 野田恵司

〃

ﾉノ

〃

〃

〃

(京都地裁から）

藤野美子

蛯名 日奈子

(兼）國分 綾

(兼）湯浅徳恵

浅井 翼

この規程は、令和4年6月10日から施行す



【機密‘性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年6月17日諮問）

(令和4年6月10日実施）

ヨユ ZI

言の配置

＋田圭･立’

(m~Fリ目し'ﾉ間［

室ワ4基t因も

目． ﾛ ﾛｺ

二P岬

一巳

64

現 行 変 更 後



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年6月17日諮問）

(令和4年6月25日実施）

I
5編（管内簡易裁判所）第1章葬

34条第1項，第35条第1項

毫38条第1項愛ぴ第39条第1

鶉○℃

ﾗ雷尾 の栽半||官の配置亜び開廷日署

■■

犬不叩

毎日）

〃

〃

■
■〃

雪 白'三
〃

林勘一郎/lﾉノ 、

〃

扣仕

両村

〃
一

〃

Ｌ
ロ

云
些

〃

〃

一

〃
一

薯）吉圧〃

ﾉノ 理ヤ 不|」

悌
係
係
係
腫

乙
３
４
５
拝

弟
第
第
第
４室

跨
輿

穗
一
“
士

Ｌ
韓
司
閏
．

Ｌ
や
’

９
１
０
０
寸日

１
１
１
１
ト
ー
ｉ侭 ・ 1

1

’

65

現 行 変 更 後

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項，第35条第1項，第36条

第38条第1項及び第39条第1項）

別表5

,←デ、

P

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

(中略）

）

第2民事特殊事件係（即決和解，公示催告

督促，保全，非訟等） （毎日）

裁判官 （兼）井上直哉

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
4

〃

〃

〃

ﾉノ

〃

〃

第3調停係（毎日）

村岡 寛

佐伯美保

倉田孝雄

大家嘉朗

小林勘一郎

山下

和田

雅資

－一 臣

西村実信

川畠ll勝巳

水野和雄

(調停1係へ）

苅谷 誠

(兼）大迫隆
一

一

(兼）吉田 進

第1係 裁判官 諫武高行

〃 増田耕兒

研ll事公判第2係へ）

稔
宏禎

部
田

宮
有

″
″

係
係
２
３
第
第

第4係 〃 植田武志

第5係 〃 加藤

第4刑事公判係

優



【機密性2】

第1係（月水木）

裁判官

第2係（月水木）

〃

第1係（月水木）

裁判官

第2係（月水木）

〃

７
１
■
０
１
１
Ⅱ
１
０
Ⅱ
０
１
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
９
１
９
０
■
９
０
Ｉ
８
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
１
０
０
■
８
８
０
０
０
■
０
９
０
口
０
０
も
７
１
，
凸
■
７
１
日
■
７
０
１
８
０
０
９
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
０
０
ｉ
Ｉ
■
９
０
６

(兼）松林秀樹(兼）松林秀樹
砂
■
ｑ
ｂ
Ｒ
■
■
■
■
■
Ｕ
■
Ｐ
。
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ユ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
、
』
■
ｑ
■
■
■
■
■
日
■
■
■
王
■
■
■
■
▽
甲
０
■
■
■
■
■
■
■
■
日
日
■
■
■
■
■
■
ｇ
■
ｇ
■
■
■
■
口
▲
Ｕ
Ａ
Ｕ
■
ｑ
Ｕ
０
６
■
■
▽
０
■
■
■
己
８
■
日
日
Ⅱ
ｑ
日
日
日
日
８
８
８
■
Ⅱ
１
９
８
日

増田耕兒並木正 男

(調停1係から）(定年退官）

第5略式孫（毎日）

(1) 普通略式係

裁判官

第5略式係（毎日）

(l)普通略式係

裁判官 松林
守
二
Ⅱ
８
６
凸
日
日
０
■

↓
ｊ

上
腕
●
．
〆

毎
勺

●
■
ｑ
一
○
“
■
ワ
凸
リ
ム
■

1
|埜林秀 樹 秀

1
〃 （兼）並木 正男

’（兼務解消） (兼務発令）

’
’

一
三
之
功
降
次
夫

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
’
１
．
１

兼
兼
兼
兼
兼
兼

Ｉ
Ｉ
ｌ
く
・
Ｉ
く

三
之

修
正

尻
山

池
高

、
。
ノ
、
１
ノ
、
１
ノ
、
１
ノ
、
ｊ
〃
、
１
ノ

兼
兼
兼
兼
兼
兼

ｆ
、
ｒ
、
ｒ
、
ｒ
、
ｒ
、
ｉ
、

修
正
匡
浩
康

尻
山
葉
川
田

池
高
伊
宮
菅
藤

ｆ
ノ
１
Ｊ
１
Ｊ
０
ノ
ｆ
Ｊ
ｆ
〃

１
Ｊ
１
Ｊ
０
Ｊ
０
Ｊ
１
Ｊ
Ｉ
Ｆ

″
″
″

伊
宮
菅
藤

功
隆
次

匡
浩

葉
川 ロ

ー
〃

Ｉ
．
〃

’

″
″田康夫

｜
｜
’

(中略）| （中略）

’ 第6令状係（毎日）

裁判官

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

｜ 〃
〃

〃

〃

〃

１
１

1
1

第6令状係（毎日）

裁判官

〃

〃

〃

〃

〃

(兼）長瀬敬昭

(兼）後藤有己

(兼）設樂大輔

(兼）金友宏平

(兼）森田千尋

(兼）山田明日香

Ｌ
、
Ｑ
Ⅱ
Ｊ
〃
〃
、
、
０
０
’
、
〃
〃
、
、
咽
。
■
■
〃
〃
魁
、
、
０
０
ク
／
、
、
ｕ
口
Ｊ
○
″
ク
、
Ｅ
９
，
１
タ
グ
、
、
ｐ
Ｑ
０
″
〃
〃
。
、
、
Ｑ
０
１
，
Ｊ
〆
、
ｕ
９
Ⅱ
〃
″
〃
、
、
、
０
０
〃
〃
、
６
０
○
口
〃
“
″
、
△
、
。
０
４
〃
〃
◆
ｂ
、
、
０
０
〃
タ
グ
、
ｈ
‐
０
，
夕
〃
Ｑ
、
０
０
’
タ
グ

兼
兼
兼
兼
兼
兼
行
兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼

グ
ロ
ー
８
１
，
も
〃
″
０
口
１
８
、
／
″
，
８
０
Ｋ
、
／
Ｊ
ｆ
Ｈ
、
、

〃
ｒ
，
’
１
１
、
〃
ｊ
Ｐ
０
ｌ
、
阯
眠
』
’
、
》
画
〃
ｒ
０
Ｉ
０
、
〃
ｆ
０
０
、
、
ノ
〃
８
１
、
、
，
段
‐
‐
ｊ
ｂ
１
も
／
０
０
６
Ⅱ
、
。
／
Ｊ
０
１
Ｑ
、
グ
ー
０
０
，
匙
、
Ｊ
Ｊ
Ｊ
１
も
、

．
〃
一
ｍ
，
‐
，

瀬
藤
樂
友
田
田
藤
谷
藤
谷

長
後
設
金
森
山
伊
井
伊
水
森
青
安
薦
竹
池
高
伊
宮
菅

昭
己
、
輔
平
尋
香
子
喬
責
翔
美
史
涼
平
紺
三
之
功
隆
次

日
紀

敬
有
大
宏
千
明
友
佑
朋
崇
淳
真
修
正
匡
浩

’
’
１
１
１
．
１

ｌ
Ｉ

(代行）伊藤友紀子〃

(兼）丼谷 喬

(兼）伊藤佑貴

(兼）水谷 翔

(兼）森 朋美

〃

〃

〃

｢ノ

(兼）青木崇史木
藤
田
本
尻
山
葉
川

〃

涼
平一得

藤
田

安
薦

１
１
兼
兼
Ｉ
く

〃

〃

(兼）竹本真梨子〃

池尻修 三〃

高山正之
ｆ
ｊ
グ

Ｉ
．
〃

伊葉匡功〃

宮川 隆

菅 浩次

〃

〃

66



【機密性2】

67

(中略）

〃 藤田康夫

〃 （兼）並木正男

〃

(兼務解消）

(兼）松林秀樹

(中略）

附則
■■■■■■■■■■■■■■■■■

る 0
I■■■■■■■■■■

〃 藤田康夫

〃 （兼）増田耕兒

ﾉノ

(兼務発令）

(兼）松林秀樹

この規程は、令和4年6月25日から施行す



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年6月17日諮問）

(令和4年6月27日実施）
ｒ
ｌ
ｌ
Ｌ

変 後更
一
一
１
．
句

タ
グ
０
１
０現

－

（第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

（第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1 ’
’

裁判官の配置及び開廷日割裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部（保全部）

裁判官

〃

井
三
太
林
丸
永
内
浜
井
須
中

ｊ兼

ｊ

日
く

毎(毎日）

井

三

太

林

丸

永

内

浜

（兼).井

須

中

亀

第1民事部（保全部）

裁判官

〃

直哉

知三郎

､々 言苛
言う／ ノEj、

奈桜

裕矢

雄一

陽子

俊文

喬

奈未

崇晶

哉
郎
惠
桜
矢
一
子
文
喬
未
晶
斗

一
一
一

直
知
多
奈
裕
雄
陽
俊
奈
崇
健

'
唇

上
宅
田

上
宅
田

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ

ワロ

タノ

９
●
グ

Ｇ
Ｉ

’ ’
〃
Ｊ
Ｊ
Ｏ
Ｉ
Ｆ
Ｉ
ｆ
７
０
Ｊ
″
＃
〃
』
Ｊ
，
』
６
０
Ｊ
８
１
〃

０
４
Ｊ
Ｏ
■
０
１
０
１
Ｆ
β
■
，
Ｏ
ｆ
０
０
■
Ｉ
少
，
β
０
〃
ｒ

Ｉ
。
ｊ
Ｉ
Ｊ
１
ｊ
Ｉ
ｊ
１

１
１
Ｊ
Ｊ
１
１
Ｊ
１
１

林
出
藤
崎
谷
藤
澤

林
田
藤
崎
谷
藤
澤
井

’

（釧路地家裁へ）

中川和俊

(兼）伊藤友紀子。

中川和俊

(兼）伊藤友紀子

″
″

″
〃

(中略）(中略）

(火水木金）

松本

長田

伊澤

第13民事部（普通部）

裁判 ′自。

〃

本
田
澤
井

ｊ柚
松
長
伊
亀

水
ｊ兼

火１

１

第13民事部（普通部）

裁判戸′

〃

〃

〃

敏
之
介

明
雅
大

之
敏
之
介
斗

明
雅
大
健

’

〃

ー

(兼務解消）

俊
典

(兼）中川和

櫻井雅

俊
典

(兼）中川和

櫻井聡

″
″

″
″

(中略）(中略）

68



【機密性2】
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附則
■■■■■■■■■■■■■■■

る
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年6月17日諮問）

(令和4年6月28日実施）

幸l L侭

鞘牡日魯

ヨ ロ 【一］

ロ
’
尚
侭
一
一

ユ
弧泪二.RI

ウ 首呈

剴文君

に
〃
’
『
』

三P畔

m4年6月28仁

70



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年6月17日諮問）

(令和4年6月30日実施）

71

現 行 変 更 後

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

第10刑事部（令状部） （毎日）

(中略）

帯

弟

裁判官 長瀬敬昭

〃

ﾉノ

後藤有己

設樂大輔

〃 金友宏平

〃

〃

〃

ﾉノ

〃

森田千尋

山田明日香

(代行）伊藤友紀子

井谷 喬

伊藤佑貴

ノノ 水谷 翔

〃

ﾉノ

〃

〃

4編 支 部

青木崇史

藤
田

安
薦 、

惇甘

ニロ ー

同泉

平

竹本真梨子

第1章 堺 支 部

(裁判官の配置）

第24条堺支部における裁判官の配置は，次の

とおりとする

(中略）

0
8

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

第10刑事部（令状部） （毎日）

(中略）

裁判官 長瀬敬昭

〃

〃

〃

〃

〃

〃

後藤有己

設樂大輔

金友宏平

(兼）河本 董

(兼務発令）

森田千尋

山田明日香

〃 （代行）伊藤友紀子

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

第4編 支 部

井谷 喬

伊藤佑貴

水谷 翔

青木崇史

安藤 諒

薦田
、d

惇E 平

竹本真梨子

第1章 堺 支 部

(裁判官の配置）

第24条堺支部における裁半ll官の配置は，次の

とおりとする。

(中略）



【機密性2】
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【機密性2】

73

(中略）

〃．

〃

〃

ﾉノ

〃

ﾉノ

伊葉匡功

宮川 隆

菅 浩次

藤田康夫

(兼）増田耕兒

(兼）松林秀樹

〃

〃

〃

〃

〃

〃■

(中略）

附則
■■■l■■■■■■■■■■■■■

る 0
－

伊葉匡功

宮川 隆

菅 浩次

藤田康夫

(兼）増田耕兒

(兼）松林秀樹

この規程は、令和4年6月30日から施行す



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年6月17日諮問）

（令和4年7月1日実施）

＝ ／赤一屋匠正

言の関d置收び開仕日筈
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十
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尹1 1 1壬聿･消
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【機密性2】

75

附則
■■■■■■■■■■■■■■■■

この規程は、令和4年7月1日から施行する。



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年6月17日諮問）

（令和4年7月5日実施）

二p UJエー 『ー不’一一面

第1民望署 舅1民事語

、一僧

壼
一
《

露
。

、忍 EE

十
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現 行 変 更 後



【機密性2】

77

(中略）

〃

〃

〃

〃

〃

〃 ．

ﾉノ

〃

〃

山田明日香

(代行）伊藤友紀子

井谷 喬

(静岡家地裁へ）

伊
一

勝 佑貴

水谷 翔

青木崇史

安藤 諒

薦田
、

得2 平

竹本真梨子

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項，第35条第1項，第36条，

第38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

(中略）

第6令状係（毎日）

裁判官 （兼）長瀬敬昭

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ﾉノ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(兼）後藤有己

(兼）設樂大輔

(兼）金友宏平

(代行）河本 薫

(兼）森田千尋

(兼）山田明日香

(代行）伊藤友紀子

(兼）井谷 喬

(兼務解消）

(兼）伊藤佑貴

(兼）水谷 翔

(兼）森 朋美

(兼）吉木崇史

藤
田

安
薦

ｊ
ｊ
兼
兼く

、 ■ _

惇

、＝ 2 －

Y泉

平

(兼）竹本真梨子

(中略）

〃

〃

〃

〃

ﾉノ

〃

〃

〃

山田明日香

(代行）伊藤友紀子

伊藤佑貴

水谷 翔

青木崇史

安藤 諒

薦田
、｡ ■ -

得 平

竹本真梨子

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項，第35条第1項，第36条，

第38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日害'1

(中略）

第6令状係（毎日）

裁判官 （兼）長瀬敬昭

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃●

〃

(兼）後藤有己

(兼）設樂大輔

(兼）金友宏平

(代行）河本 薫

(兼）森田千尋

(兼）山田明日香

(代行）伊藤友紀子

(兼）伊藤佑貴

(兼）水谷 翔

(兼）森 朋美

(兼）青木崇史

藤
田

安
薦

ｊ
ｊ
兼
兼

く
、

得、

、d

泉MQ

平

(兼）竹本真梨子



【機密性2】

78

(中略）

〃

〃

ﾉノ

〃

ﾉノ

〃

Jノ

〃

二
之

修
正

尻
山

池
高

伊葉匡功

宮川 隆

菅 浩次

藤田康夫

(兼）増田耕兒

(兼）松林秀樹

(中略）

附則
ロ■■■■■■■■■■■■■

〃

〃

〃

ﾉノ

〃

ﾉノ

〃

ﾉノ

三
之
功
隆
次
夫

修
正
匡
浩
康

尻
山
葉
川
田

池
高
伊
宮
菅
藤
(兼）増田耕兒

(兼）松林秀樹

この規程は、令和4年7月5日から施行する。



決議事項
(令和4年6月30B)

ノ



(機密性2）

執行官の退職基準年齢等に関する規程

令和4年○月○日

大阪地方裁判所裁半ll官会議決議

（退職基準年齢）

第1条執行官は、年齢68歳に達した日以後における最初の3月31日付けで退

職するものとする§

（承諾書の提出）

第2条執行官に任命された者（第5条の規定によって再度採用された執行官を含

む。 ）は、速やかに別紙様式第1の承諾書を提出する。

（退職願の提出）

第3条第1条の規定によって退職する者は、退職する前年の5月31日までに別

紙様式第2の退職願を提出する。

（再任用願の提出）

第4条前条及び第7条に規定する退職願を提出した者で、再任用を希望するもの

は、希望する再任用の前年の5月31日までに別紙様式第3の執行官再任用願を

提出する。

（再任用）

第5条前条の規定により再任用願を提出した者について、その者の能力及び経験

を考盧し、執行官事務の円滑な運営を確保するために必要があると認めるときは、

当該再任用願に基づいて、その者を執行官に再度採用することができる。

2 前項の規定による再任用は、 1年を超えない範囲で行うことができる。

3 前項の規定による再任用については、年齢70歳に達した日以後における最初

の3月31日を超えることができない。

（再任用の可否）

第6条第4条に規定する再任用願を提出した者に対しては、執行官採用選考委員

会において、本人の意向、健康状態、執務能力のほか、執行官事務の円滑な運営

1



(機密性2）

の確保の必要性等を総合的に考慮し、再任用の可否を定める。

（再任用された執行官の退職願の提出）

第7条第5条の規定によって再度採用された執行官は、退職願を別紙様式第2に

より作成し、退職予定日の前年の5月31日までに提出する。

付記

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 平成12年3月15日付け「執行官の退職基準年齢等に関する規程」は、令和

5年3月31日限り、廃止する。

3 この規程施行の際に、年齢65歳に達している執行官の退職基準年齢等につい

ては、なお従前の例による。

4 平成12年3月15日付け「執行官の退職基準年齢等に関する規程」第2条に

より既に提出された承諾書は、第2条の規程により提出された承諾書とみなす。

2



(機密性2）

(別紙様式第1）

室
自諾承

令和○年○月○日

大阪地方裁判所長殿

大阪地方裁判所○○支部執行官○○○○

． （昭和○年○月○日生）

私は、大阪地方裁判所における執行官の退職基準年齢等に関する規程に従うこと

を承諾します。

3



(機密性2）

(別紙様式第2）

職 願退

令和○年○月○日

大阪地方裁判所長殿

大阪地方裁判所○○支部執行官○○○○

(昭和○年○月○日生）

私は、令和○年3月31日限り退職します。

4



(機密性2）

(別紙様式第3）

執行官再任用願

令和○年○月○日

大阪地方裁判所長殿

大阪地方裁判所○○支部執行官○○○○

（昭和○年○月○日生）

私は、令和○年3月31日まで再任用されることを希望します。

5



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年6月30日付議）

（令和4年7月1日実施）

言の配置．開廷日害ll愛ぴ代琿lll2

■■

事務の代理

斗-1,,I釦I＝諾

浬は，次〃

支貴があ の裁判手

ス割の針

旨
グ

〆1－画～‐

Rl l夷ワ”

る C

ロ■■■■■■

夏期休廷期間中における

昊事部の裁半||官の協議にと

一

a ら

1■■■■■■

C f

LI I 犀

言の凹己盾． 畔 67Nイヤ棚

6

現 行 変 更 後

第2編 本庁民事部

第3章 裁半ll官の配置開廷日割及び代瑠|偵序

(中略）

(裁判事務の代理）

第12条裁判事務の代理は，次のとおりとする。

(1)部の裁判官に差し支えがあるときの裁判事

務については，その裁判官が所属する部の他

の裁判官が代理し， これによることができな

い

り 》

とき厚，あらかじめ所長が定める順序によ

他の部の裁判官が代理する。

(2)事件が緊急に処理することを要するもので

おス場,今1戸指し､7当言玄車ｲ4二の岬什か等叶f－

=KI了姜I古妾茄茄スル去の代裡閨イヱけRl l*

2のとおりとする。

塑臺件が緊急に処理することを要するもので

ある場合において,_前号の規定によることが

できないときは，所長が指名する裁判官が代

理する 0 ，

型夏期休廷期間中における代理関係は，本庁

民事部の裁判官の協議によって定める。

(中略）

(第2編（本庁民事部）第3章第12条第2号）

別表2

(中略）

■■■■■■

第3編 本庁刑事部

第3章 裁判官の配置開廷日割及び代瑚|頂序



【機密性2】

(中略）(中略）

’ （裁判事務の代理）

第23条裁判事務の代理は，第18条の2に定

めるもののほか，次のとおりとする．

(1)令状部を除く各部の代理関係は，別表4の

とおりとし，夏期休廷期間中は，代理関係に

ある開廷部が順位に従って代理する。

(2)令状部の裁判官に差し支えがあるときは，

所長が指名する裁判官が代理する。

（裁判事務の代理）

第23条裁判事務の代理は，第18条の2に定

めるもののほか，次のとおりとする｡

(1)令状部を除く各部の代理関係は，別表4の

とおりとし，夏期休廷期間中は，代理関係に

ある開廷部が順位に従って代理する．

（2） 令状部の裁判官に差し支えがあるときは，

’

定める順序により，他の部あら力､じめ所長が

の裁判官が代理する。

(3)普通部，租税部又は令状部の裁判官に差し

支えがあり，合議体を構成することができな

いときは，あらかじめ所長が定める順序によ

(3) 普通部，租税部又は令状部の裁判官に差し

支えがあり，合議体を構成することができな

v し‐CYつ､フ ノノIJJ、/J，．j口〆トl フ ・・ノう､AJ I OJ仁コ ノ､ノ ・ I ､J乏工ニ フ
1 、し菱ノー十 百F｣三名．t曽/豆--71-ス裁今半1 1古･ヂ1ﾐｲｰ卜平田-7+－

る。り，他の部の裁判官が代理する。

(4)緊急の必要のため前3号の規定によること

ができないとき（令状部において同時に多数

の事件を受け付けた場合などを含む。 ）は，

所長が指名する裁判官が代理する。
ー

(中略）

(中略）

第4編 支第4編 支 部Ⅱ
一
ユ
ロ

第1章 堺 支 部第］章 堺 支 部

(中略）(中略）

（裁半||事務の代理）

第26条裁判事務の代理は，次のとおりとする。

(1) 各部は，裁判事務につき，次のとおり相互

に代理する。

第1民事部A又は第1民事部Bと第2民

事部

第1刑事部と第2刑事部

第1刑事部又は第2刑事部と第1民事部

A若しくは第1民事部B又は第2民事部

（2） 各部の裁判官に差し支えがあるときは，堺

支部長が指名する裁判官が代理する。

（裁判事務の代理）

第26条裁判事務の代理は．次のとおりとする〃

(1)各部は，裁判事務につき，次のとおり相互

に代理する。

第1民事部A又は第1民事部Bと第2民

事部

第1刑事部と第2刑事部

第1刑事部又は第2刑事部と第1民事部

A若しくは第1民事部B又は第2民事部

（2）各部の裁判官に差し支えがあるときは，あ

らかじめ堺支部長が
－

定める順序により，他の

7



【機密性2】
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8

裁判官が代理する。

(3)部の事務を総括する裁判官が差し支えのた

め裁判長の職務をとることができないとき

は，その部に所属する裁判官が，第24条に

記載する順序により，その職務を行う。

(4) 緊急の必要のため前3号の規定によること
■■■ﾛ■■■

ができないときは，堺支部長が指名する裁判

官が代理する。

(5)堺支部の裁判官が代理することができない

ときは，所長が指名する裁半ll官が代理する。

(6)夏期休廷期間中における代理関係は，堺支

部の裁判官の協議によって定める。

(中略）

(中略）

第2章 岸和田支部

(裁判事務の代理）

第29条裁判事務について裁判官に差し支えが

あるときは， あらかじめ岸和田支部長が定める
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ I■■■■■■■■■■■■■■■■

順序により，他、裁判官が代理する。

2岸和田支部の裁判官が代理することができな

いときは，所長が指名する裁判官が代理する。

3 夏期休廷期間中における代理関係は，岸和田

支部の裁判官の協議によって定める。

(中略）

第5編 管内簡易裁判所

(中略）

第1章 大阪簡易裁判所

(調停係の裁判官の配置開廷日害'l及び事務の

分配）

第35条調停各係の裁判官の配置及び開廷日割

は，別表5の第3のとおりとする。



【機密性2】

｜
’(中略）

雪
１
ノ

賛
両１

１
１中

グ
グ
言
ロ
ロ
日
Ｕ
ｂ
、
屯

’｢夜間
一

7夜間調停に関する事項は．別に定める

調停等実施要領」の定あるところによる：

7夜間調停に関する事項は，別に定める「大阪

簡易裁判所夜間調停等実施要綱」の定めるとこ

ろによる。

| ‐
’ （中略）(中|略）

■
９
４
と
■
■
■
■
Ｂ
ｑ
Ｕ
ｂ
Ｆ
■

第2章 堺儒易裁判所 第2章 堺簡易裁判所

（裁判事務の分配）

第43条堺簡易裁判所における裁判事務の分配

1十昨〃、し-1雪いし一j－Z、
‐Y手， 1ノ、v,／<一・qJ・ノL－ フ ？ユノ｢､

裁判官 松田 亨

民事訴訟事件の5分の2

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5

分の2

即決和解事件の2分の1

（裁判事務の分配）

第43条堺簡易裁判所における裁判事務の分配
）－卜 、晩-ァ／丁、 1． －ル蕊1八 1．－)一Z
1．，， 〃、vノニジィ'Jソ〈． ソ ′を』.･、

裁判官 松田 亨

民事訴訟事件の5分の2

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5

，分の2

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

I

’

民事保全事件の5分の2

民事雑事件の5分の2

交通切符（三者即日処理方式）によ

る略式命令事件を除く刑事略式命令

事件（待命）の5分の2

刑事雑事件の5分の2

他の裁判官の担当する事件を除くそ

の他の刑事事件

裁判官 三浦 恵

民事訴訟事件の5分の2

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5

分の2

督促事件（支払督促申立却下処分に

対する異議事件，仮執行宣言の申立

却~ド処分に対する異議事件及び地方

裁判所の管轄に属する事件の不適法

督促異議事件）

公示催告事件

即決和解事件の2分の1 ’

民事保全事件の5分の2

民事雑事件の5分の2

交通切符（三者即日処理方式）によ

る略式命令事件を除く刑事略式命令

事件（待命）の5分の2

刑事雑事件の5分の2

他の裁判官の担当する事件を除くそ

の他の刑事事件

裁判 ′宮 三浦 恵

民事訴訟事件の5分の2

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5

分の2

督促事件（支払督促申立却下処分に

対する巽議事件， 仮執行宣言の申立

却下処分に対する異議事件及び地方

裁判所リ)管轄に属-$･る事|牛の不適法

督促異議事件）

公示催告事件

即決和解事件

１
１
１

’

１
１

－

9



【機密性2】

民事過料事件

民事保全事件の5分の3

民事雑事件の5分の2

刑事公判事件

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関

与した略式命令事件を除く。 ）

交通切符（三者即日処理方式）によ

る略式命令事件

刑事雑事件の5分の2

裁判官（代行）森本幸治，

民事訴訟事件の5分の1

民事少額訴訟事件の5分の1

少額訴訟債権執行に関する事件の5

分の1

民事雑事件の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）によ

る略式命令事件を除く刑事略式命令

事件（待命）の5分の1

刑事雑事件の5分のl '

裁判官（代行）武田雄二郎

民事調停事件の2分の1

交通切符（三者即日処理方式）によ

る略式命令事件を除く刑事略式命令

事件（待命）の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）によ

る略式命令事件及び刑事略式命令事

件（待命）を除く刑事略式命令事件

の2分の1

裁判官（代行）渡邊眞司

民事調停事件の2分の1

交通切符（三者即日処理方式）によ

る略式命令事件を除く刑事略式命令

事件（待命）の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）によ

る略式命令事件及び刑事略式命令事

件（待命）を除く刑事略式命令事件

の2分の1

裁判官 （兼）藤野美子

民事保全異議及び取消事件

民事過料事件

民事保全事件の5分の3

民事雑事件の5分の2

刑事公判事件

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関

与した略式命令事件を除く。 ）

交通切符（三者即日処理方式）によ

る略式命令事件

刑事雑事件の5分の2

裁判官（代行）森本幸治

民事訴訟事件の5分の1

民事少額訴訟事件の5分の1

少額訴訟債権執行に関する事件の5

’ 分の1

民事雑事件の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）によ

る略式命令事件を除く刑事略式命令

事件（待命）の5分の1

刑事雑事件の5分の1

裁判官（代行）武田雄二郎

民事調停事件の2分の1

交通切符（三者即日処理方式）によ

る略式命令事件を除く刑事略式命令

事件（待命）の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）によ

る略式命令事件及び刑事略式命令事

件（待命）を除く刑事略式命令事件

の2分の1

裁判官（代行）渡邊眞司

民事調停事件の2分の1

交通切符（三者即日処理方式）によ

る略式命令事件を除く刑事略式命令

事件（待命）の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）によ

る略式命令事件及び刑事略式命令事

件（待命）を除く刑事略式命令事件

の2分の1

裁判官 （兼）藤野美子

民事保全異議及び取消事件

１
１
１
▲
１
９
■
中
日
凸
、
■
■
■
Ｉ
凸
■
■
５
６
０
９
▲
■
Ｉ
▲
Ⅱ
Ⅱ
９
９
■
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ

－一一一●F ■ 旬 寺 一一宇

10



i機密性2】

羽'11鰹

鋤寸 〕倫0王I．丁 j塀0

百■一一一冗矼

可T及び堺支部の裁半|｣官が代瑳

. .;鼻1 、し美’十 A・R房州寸土ご主1号率''百屑

、ルー／ツーイハー÷1 1‐四

。.』ロ〆1-1 う ′・ノ弧斑入jYoJP

言甘Hｲ未･路エ甘B旦員け-1

JH〆i

彗廿円

〃）完『半| |'E

肘簡房7煮吃半| |P

平僻平鵬

事務の代理

裁判事務
デ ←ず～ん←己旦-1

墨-ｵ垂〃）ｲｰﾔt配

の代理は，次のとお’

判所の裁判官に差し

》かじめ岸和田支部長

,_/丁､圭l今牢l l－TフノーH皇.壬、江 羽守~害Kの壽6半| |官弥ﾐｲそﾓ甥．h●V

ll官が代理する。

塞負の,以亜の弁y)前具･0

」辻|文昔|)長き刀ﾕ十・百ｸﾓｺ

田簡星

丑一+一Z

］H1簡易蓑吃半||P

■■

千1町

11



【機密性2】

盈亨.＝
=考

喝

12

附則
■■■■■■■■■■■■■■■■

この規程は、令和4年7月1日から施行する。



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年6月30日付議）

(令和4年7月11日実施）

に二第‘
’

変 更 後

第3編 本庁刑事部

？〒
1J

本庁刑事部

現
一
編

。
」
悪
門

、
ブ
ノ
７〃〆

、
、
Ｊ
〃
〆

Ｔ
Ｖ務孝子

制
望
寸１ １訓裁

二
部
↓

窒
好２

Ｆ
ゴ
プ

』
誠
謝第2章 裁判事務の分配 Ｌ

Ｐ
■
■
■
Ｉ
Ｉ
Ｈ
Ｕ
９
０

（訴訟事件の配付） （訴訟事件の配付）

第15条訴訟事件は，特に定めるもののほか， 第15条訴訟事件は，特に定めるもののほか，

裁判員事件，通常合議事件， …人制事件の区別 裁判員事件，通常合議事件，一人制事件の区別

に従い，それぞれ次の各部にその記載の割合で に従い， それぞれ次の各部にその記載の割合で
111詩､ﾉﾑ→燕－1/,_1--←プ ・ ’''百M牟諏ｺｲｰ'一三+－ズ
川貝'>人白とI､j ソ <Je I ノ'1尺1ﾉ、回し1 ，」 プ ′･ﾉ。

’

’
(中略） (中略）

7第1項の規定により事件を配付し， 又は第4

項の規定により事件を配付替えするに当たり，

事件の配付を受けるべき部に所属する裁判官が

その事件（租税事件を除く。 ）につき勾留状の

発付その他の勾留に関する請求に係る処分，少

年法第17条，第20条若しくは第43条の処

分，国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行

為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及

び向精神薬取締法'等の特例等に関する法律（以

下「麻薬特例法」 という‘， ）第5章の保全に関

す-ろ処分‘組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の

規制等に関する法律（以下「組織的犯罪処罰法」

という“ ）第4章の保全に関する処分又は不正

競争防止法第8章の保全に関する処分をしたも

‘:ﾉ)及び刑事訴訟法第429条の準抗告事件（他

7 第1項の規定により事件を配付し， 又は第4

項の規定により事件を配付替えするに当たり，

事件ゾ)配付を受けるべき部に所属する裁判官が

その事件（租税事件を除く。 ）につき勾留状の

発付その他の勾留に関する請求に係る処分，少

年法第17条，第20条若しくは第43条の処

分，国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行

為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及

び向精神薬取締法等の特例等に関する法律（以

下I麻薬特例法」 という。 ）第5章の保全に関

する処分，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の

規制等に関する法律（以下｜組織的犯罪処罰法j

という， ）第4章の保全に関する処分又は不正

競争防止法第8章の保全に関する処分をしたも

の及び刑事訴訟法の準抗告事件（他の法令にお

いて刑事訴訟法の準抗告手続の例によるとされ

るものを含む． ）の裁判をしたものであるとき

は，それら㈹事件を次順位の部に配付し，又は

配付替えI_,,それぞれ直後に受け付けた新件又

は特別配付事件で調整する。

１
１

’ ’
’ ’
I

Ｉ
ｌ
ｉ
ｌ

")法令において刑事訴訟法第429条第l'項の

請求に係る手続の例によるとされるものを含

む。 ） リラ)裁判をし,たものであるときは，それら

の事件を次順位の部に配付|_/，又は配付替えし，

そｵ1ぞれ直後に受(j←付けた新件又は特別配付事

件で調整する。

(中略）(中略）I

;3



【機密性2】

の1扣‘")男ｲ牛の凶

求事件，刑事司

条，第500身

上ろ申立事件則

%50

,こ総合

毒0

が弟4部又は弟1 ：

余く各部に順次配仁

第262条によるイ

余く各部に順次配ｲ寸

第266条第2号C
寿/坐りーェ ､Iノニ士･端〃一J

令状僧

刊事訴言

令状苔

干||事訳言

4 汁''事后 ？)r崖干Tm舌-睾

令状部を除く各部に順次睦

も7肋几ﾓ里1，ｦ‐閨3--ス車頂'十 7

+I事部の裁半''百の協議に匡
『
９

刑の尋

莉消1 ‐~Y

言渡取推

和消Iの

画一Tｱ0 予言ﾌ反聿1厘

、uP

刑事言

の券fヨ

副
罐
至少

一
〆
で
伽
ロ
ユ
望
Ｐ
一
ユ
ロ

洲
帥
郷
峪

弟
だ
が
余

目の言胄求睾

り
可

且織的犯罪処罰法第6葦

こよるとされる場合及〔；

展により組織的犯罪処罰

土助の例によるとされ馬

１
１

－

14

師
〉
弾

(その他の事件の配付）

第19条刑事補償請求事件，刑事訴訟法第18

8条の3，第362条，第500条，第501

条及び第502条による申立事件並びに総合法

律支援法第39条第3項による申立事件は，本

案の裁判をした部に配付する。ただし，本案の

裁判をした部が第4部又は第11部であるとき

は，令状部を除く各部に順次配付する。

2刑事訴訟法第262条による付審判請求事件

は，令状部を除く各部に順次配付する。

3刑事訴訟法第266条第2号の決定により審

判に付された事件は， 当該決定をした部以外の

部（令状部を除く。 ）に順次配付する。

4刑事訴訟法第429条による準抗告事件（他

の法令において刑事訴訟法第429条第1項の

菫型三姪_豆手続の例によるとされるものを含

む。 ）は，令状部を除く各部に順次配付する。

その配付及び処理に関する事項は，本庁刑事部

の裁判官の協議によって定める。

5刑事訴訟法第430条による準抗告事件（他

の法令において刑事訴訟法第430条第1項の

一

に配付する。

6勤務時間外に受理した前項に掲げる準抗告事

件の処理に関する事項は，第18条第3項に規

定する裁判官が協議して定める。

7刑の執行猶予の言渡取消請求事件は，必要的
■■■■■■

取消し又は裁量的取消しの分類別に，令状部を

除く各部に順次配付する。

8刑事訴訟法第96条第3項の請求事件は，本
■■■■■■

案の裁判をした部に配付する。ただし，本案の

裁判をした部が第4部又は第11部であるとき

は，令状部を除く各部に順次配付する。

9組織的犯罪処罰法第62条第1項（麻薬特例
－

法第23条により組織的犯罪処罰法第6章の規

定による共助の例によるとされる場合及び不正

競争防止法第40条により組織的犯罪処罰法第

6章の規定による共助の例によるとされる場合



1機密性2】

を含寸?。 ）の審杳請求事件は．令状部を除く各

部に順次配付し，同法第65条第1項（麻薬特

例法第23条により組織的犯罪処罰法第6章の

規定による共助の例によるとされる場合及び不

正競争防止法第4()条により組織的犯罪処罰法

第6章の規定による共助の例によるとされる場

合を含む． ）の取消請求事件は， 当該決定をし

た部に配付す-る．ただし， 当該決定をした部が

第4部又は第11部であるときは，令状部を除

く各部に順次配付する．

10更生保護法第52条第6項の規定による特

別遵守事項の設定又は変更に関する求意見に係

る事務は，令状部を除く各部が順次処理する。

‐ルーイラ.苫､ ， うど_,丁､ノロ曼注毎日毎毒舌,＝】 、勺i#FI -弓_女17､子､ミセ、スイ且
ハーノ心一Lzフ ーL{ノノIﾌ1＜､支崔ﾂ亡ﾗﾃﾐ・4画v ・雌又L／ノーロ1J/J・Lxノ'･ルラ勿

合は，その部が処理する。

11 裁判員法第3条第1項の対象事件からの除

外請求（職権に係る#》のを含む。 ）事件． 同法

第3条の2第1項び》対象事件からの除外請求

（職権に係るものを含む。 ）事件， ｜司法第35

条第1項（同法第38条第2項，第47条第2

項及び第92条第2項において準用する場合を

含む。 ）の異議申立事件，同法第41条第1項

の裁判員又は補充裁判員の解任請求事件（同条

第2項の規定により送付を受けた事件に限

る。 ） ， 同法第42条第1項の異議申立事件，

同法第43条第2項の通知に係る裁判員又は補

充裁判員の解任の事件及び第94条第1項の異

議申立事件は，その本案である裁判員事件が係

属している部（以下この項においてi本案係属

部j という。 ）に配付し，令状部所属の裁判官

のうち伺部の指定する者（以下この項において

I令状部裁判官j とl,、う、 ）が処理する、 これ

らめ事務の処理に限り，令状部裁判官を本案係

属部所属の裁判官とみなす。

l 2検察審査会による指定弁護士の指定又はそ

の取消しに関する事務〈受訴裁判所の権限に属

するものを除く， ）は，令状部が処理する。

13平成30年5月16日付け最高裁刑二第1

99号刑事局長，家庭局長総務局長，経理局

長通達「刑事訴訟法第157条の6第2項に規

を含む｡ ）の審査請求事件は，令状部を除く各

部に順次配付し， ｜司法第65条第1項（麻薬特

例法第23条により組織的犯罪処罰法第6章の

規定による共助の例によるとされる場合及び不

正競争防止法第4()条により組織的犯罪処罰法

第6章の規定による共助の例によるとされる場

合を含む。 ）の取消請求事件は， 当該決定をし

た部に配付する・ただし， 当該決定をした部が’

第』部又は第‘‘部であるときは令状部を除｜<各部に順次配付する。

＆ 更生保護法第52条第6項の規定による特別I
翼潔薦菫篤驍醗臺鷲彙｜
袴， ﾕﾊｨ早華鑛日…言い婚,斧立､ぷおｽ但△｜

‘ ｰ……‘…‘…‘．…" ｜は，その部が処理する。

I

’
１
１
１ 9裁判員法第3条第1項の対象事件からの除外｜

駕嘗菫臘墓鰐灘篇鯆
権に係るものを含む" '事件,同法第劉5条第’
1項（|司法第38条第2項，第47条第2項及

び第92条第2項において準用する場合を含

む。 ）の異議申立事件，同法第41条第1項の｜
裁判員又は補充裁判員の解任請求事件（同条第

2項の規定により送付を受けた事件に限る。 ） ，

同法第42条第1項の異議申立事件，同法第4

3条第2項の通知に係る裁判員又は補充裁判員

の解任の事件及び第94条第1項の異議申立事

窯,重雫奎憲廓雷菫篁鰯}副■
う。 ）に配付し，令状部所属の裁判官のうち同

部㈹指定する者(以下この項において｢令状部
裁判官」 という。 ）が処理する｡ これらの事務｜

の処理に限,‘} ,令状部裁判官を本案係属部所属｜
の裁判官とみなす。 ’
10検察審査会による指定弁護士の指定又はそ

の取消しに関する事務（受訴裁判所の権限に属

するものを除く。 ）は，令状部が処理する｡

11 平成30年5月16日付け最高裁刑二第1

99号刑事局長，家庭局長，総務局長，経理局

長通達「刑事訴訟法第157条の6第2項に規

ｉｌｌｌ

’
！

’

１
１

’

１
１
！

I
■
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
９
０
９
０
■
■
６
０
１
０
■
０
８
０
■
６
▲
ロ
山
口
■
７
Ｆ
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募了 ･‐

蕊,_ｰ

16

定する方法による証人等の尋問等の手続につい

て」により，共助事件に準じて取り扱われる嘱

託は，令状部を除く各部に順次配付する。

(中略）

定する方法による証人等の尋問等の手続につい

て」により，共助事件に準じて取り扱われる嘱

託は，令状部を除く各部に順次配付する。

(中略）

附則
■■■U■■■■■■■■■■■■

る

この規程は、令和4年7月11日から施行す

0
一



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年6月30日付議）

(令和4年10月1日実施）

山
ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ

く
“

帯
弟

フ″、～

串／J→ｰ－－

ゥ
●
Ｑ
も

。

！

()i 提n日'｡財.産睾 ()） 知的日

権，実用新案権，意匠権，商標権，

昔の権利，出版権著作隣接権回践

ﾐ||用権種苗法上の育成者権不正競

上法,家畜遺伝資源に係る不正競争の

こ関する法律,商法第12条及び会社

3条,パブリシティの権利に関する進

公事件並びに行政訴訟事件

掲げる事件に関する通常訴訟事件を

とすろ民事保全事件(保全異議及び保

'肖しの申立て並びに起訴命令の申立

含む。 ）並びにこれに関する執行異議

受び執行停止事件

関する民事保全法第48条第1項等

泊国籍証書(航空機登録証明書等， 自

既登録建設機械等を含む。 ）の取上

命ずる方法による仮差押えの執行及

蒻ｲ異全沖手篭Rヮ冬篭ワエ官の作違Vけ

椎，意匠権， 暦

反権著作隣接淵

に｜‐の苔虎署権
凱
牟

趣
籠 箭菅垂0

去弟8朱,バフリシテイの確木llに

箒訴訟事件並びに行政訴訟事件

アに掲げる事件に関する通常訴

本案とする民事保全事件(保全巽

全取消しの申立て並びに起訴命
_一子． ‐.＝ユ 、、 全f一一㎡1 、＝一V－ D －RFI－L－→

聿菫ｲ里.,全･舛二淫

7〃し′分､0

17
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18

コニ 特許権実用新案権意匠権及び商標権

に関する仮登録仮処分申請事件

オアに掲げる事件に関する行政事件訴訟法

に規定する執行停止事件

(中略）

伽一般民事保全事件

: ア 第1号，第3号及び前3号に定めるもの

を除き,通常訴訟事件を本案とする民事保

全事件(保全異議及び保全取消しの申立て

並びに起訴命令の申立てを含む｡ ）並びに

これに関する執行異議事件及び執行停止

事件
■

● 『

イアに関する民事保全法第48条第1項等

の船舶国籍証書(航空機登録証明書等， 自

動車,既登録建設機械等を含む。 ）の取上

げを命ずる方法による仮差押えの執行及

び民事保全法第52条第2項の作為又は

不作為を命ずる仮処分の剃予(代替執行及

び間接強制）

ウ国際的な協力の下に規制薬物に係る不正

行為を助長する行為等の防止を図るため

の麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に

関する法律（平成3年法律第94号)第5

章及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益

の規制等に関する法律(平成1 1年法律第

136号)第4章第2節に定める追徴保全

命令に基づく仮差押え執行の申立事件

千
一 特許権実用新案権意匠権及び商標権

に関する仮登録仮処分申請事件

オアに掲げる事件に関する行政事件訴訟法

に規定する執行停止事件

カアに掲げる権利又は法律により保護され

る利益が侵害されたことを理由とする特定

電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限

及び発信者情報の開示に関する法律（平成

13年法律第137号）第4章に定める発

信者情報開示命令事件並びにそれに付随す

る提供命令事件及び消去禁止命令事件

(中略）

(12） 一般民事保全事件等
一

ア第1号，第3号及び前3号に定めるもの

を除き,通常訴訟事件を本案とする民事保

全事件(保全異議及び保全取消しの申立て

並びに起訴命令の申立てを含む｡ ）並びに

これに関する執行異議事件及び執行停止

事件

イアに関する民事保全法第48条第1項等

の船舶国籍証書(航空機登録証明書等， 自

動車既登録建設機械等を含む。 ）の取上

げを命ずる方法による仮差押えの執行及

び民事保全法第52条第2項の作為又は

不作為を命ずる仮処分の執行(代替馴ﾃ及

び間接強制）

ウ国際的な協力の下に規制薬物に係る不正

エ

行為を助長する行為等の防止を図るため

の麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に

関する法律（平成3年法律第94号)第5

章及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益

の規制等に関する法律(平成1 1年法律第

136号)第4章第2節に定める追徴保全

命令に基づく仮差押え執行の申立事件

第10号に定めるものを除き、特定電気

通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び

発信者情報の開示に関する法律（平成13
－－

年法律第137号）第4章に定める発信者
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情報開示命令事件並びにそれに付随する提

｜ （中略

’ （事
て次'第6条

｜ の各

及び| (,)

部) ｜ 〔
’ ． ‐ ‐

供

（事件

(中略

命令事件及び消去禁止命令事件

）(中略）

の配付等）

6条専門事件は，そめ事件の種類に従って次

の各部に配付する．

(l) 一般民事保全事件等並びに保護命令事件及

び同事件に係ろ過料事件は,第1部(保全部）

（事件の配付等）

第6条専門事件は，その事件の種類に従って次

の各部に配付する。

(1)一般民事保全事件並びに保護命令事件及び

同事件に係る過料事件は，第1部（保全部）

’

）(中略）

（民事特殊事什係の裁判官の配置開廷日割及

び事務の分配）

第34条民事特殊事件係の裁判官の配置及び開

廷日害'lは，別表5の第2のとおりとし，同係に

即決和解事件,公示催告事件,民事保全事件(本

庁民事部に関する第5条第1項第12号γから

ウまでに定める一般民事保全事件をいう” ） 、

非訟事件（他の係の取扱中に生じ， その係が処

理すべき過料事件を除く。 ） パ民事訴訟法第3

85条第3項に定める支払督促申立却下処分に

対する異議事件，同法第391条第3項に定め

る仮執行宣言の申立却下処分に対する異議事

件，同法第394条第1項に定める不適法督促

異議事件並びに民事執行法に定める少額訴訟債

権執行事件に閏l/，執行裁判所とI_,てすること

ができる裁判（以下「少額訴訟債権執行に関す

る事件」 という。 ）を配付する。

（民事特殊事件係の裁判官の配置，開廷日割及

び事務の分配)

第34条民事特殊事件係の裁判官の配置及び開

廷日割は，別表5の第2のとおりとし，同係に

即決和解事件,公示催告事件,民事保全事件(本

庁民事部に関する第5条第1項第12号に定め

る-一般民事保全事件をいう。 ） ，非訟事件（他

の係の取扱中に生じ，その係が処理すべき過料

事件を除く。 ） ，民事訴訟法第385条第3項

に定める支払督促申立却下処分に対する異議事

件，同法第391条第3項に定める仮執行宣言

の申立却下処分に対する異議事件，同法第39

4条第1項に定める不適法督促異議事件並びに

民事執行法に定める少額訴訟債権執行事件に関

し,執行裁半'1所としてすることができる裁判(以

下「少額訴訟債権執行に関する事件」という‘ ）

を配付する。

I
８
０
■
。
Ｄ
０
Ｕ
Ｏ
ｄ
０
ｑ
ｇ
Ｕ
８
Ｋ
Ｉ
Ｏ
０
■
０
台
Ⅱ
８
Ⅱ
Ⅱ
１
日
Ⅱ
０
０
口
Ⅱ
１
０
■
■
■
■
■
■
■
■
０
日
日
■
■
１
８
９
日
Ⅱ
■
■
ｒ
日
Ⅱ
１
㎡
９
６
■
Ｕ
《
Ｈ
Ｉ
６
８
Ｄ
凸
９

I

’

’
０
Ⅱ
１
９
０
０
０
Ｑ
Ｂ
０
１
１
Ｄ
Ｉ
Ｏ
ｎ
■
■
■
■
Ⅱ
日
日
Ｏ
Ｈ
Ｕ
Ⅱ
Ｉ
凸
０
９
０
０

■
■
■
■
１
０
■
Ⅱ
Ⅱ
０
０
■
Ⅱ
日
舎
ｌ
９
ｏ
０
８
１
１
Ｖ

、
１
Ｊ
ノ

| ‐~ －
（中略）

第4編 支

(中略）

冊
一
ユ
ロ第4編 支’

一
ユ
ロ

第2章 岸和田支部第2章 岸和田支 部

（裁判事務の分配）

第28条岸和田支部における裁判事務の分配

は，次のとおりとする。

（裁判事務の分配）

第28条岸和田支部における裁判事務の分配

は，次のとおりとする。
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裁判官 井上 一 成

他の裁判官の担当する事件を除くその余

の民事事件及び非訟事件

裁判官 寺田悠亮

刑事公判事件（再審請求事件を含む。 ）

の2分の1

第1回公判期日前の勾留に関する処分事

件の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59条

第1項若しくは第2項の申立てを受けた

地方裁判所の裁判官が行う事務の2分の

1

更生保護法第52条第6項の規定による
●

特別遵守事項の設定又は変更に関する求

意見に係る事務の2分の1

前記事件のほか，他の裁判官の担当する

事件を除くその余の刑事事件

破産事件のうちの同時廃止事件の全部

債権執行事件のうちの配当事件の全部

財産開示事件及び第三者からの情報取得

事件の3分の1

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の2

分の1

裁判官 佐藤克則

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9

債権執行事件，財産開示事件及び第三者

からの情報取得事件を除く民事執行事件

の3分の1

民事保全事件の2分の1

保全異議及び保全取消事件の2分の1

小規模個人再生事件及び給与所得者等再

生事件の2分の1

人身保護事件の4分の1

裁判官 井上
一

成

他の裁判官の担当する事件を除くその余

の民事事件及び非訟事件

裁判官 寺田悠亮

刑事公判事件（再審請求事件を含む。 ）

の2分の1

第1回公判期日前の勾留に関する処分事

件の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59条

第1項若しくは第2項の申立てを受けた

地方裁判所の裁判官が行う事務の2分の

1

更生保護法第52条第6項の規定による

特別遵守事項の設定又は変更に関する求

意見に係る事務の2分の1

前記事件のほか，他の裁判官の担当する

事件を除くその余の刑事事件

破産事件のうちの同時廃止事件の全部

債権執行事件のうちの配当事件の全部

財産開示事件及び第三者からの情報取得

事件の3分の1

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の2

分の1

裁判官 佐藤克則

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9

債権執行事件，財産開示事件及び第三者

からの情報取得事件を除く民事執行事件

の3分の1

民事保全事件（特定電気通信役務提供者

一
一
37号）第4章に定める発信者情報開示

命令事件並びにそれに付随する提供命令

車仕B7N消±埜lトィ令令‐車仕左合か）

2分の1

保全異議及び保全取消事件の2分の1

の

小規模個人再生事件及び給与所得者等再

生事件の2分の1

人身保護事件の4分の1
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22

件及び保護命令の取消申立事件の3分の

2

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の2

分の1

裁判官 佐藤志保

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9

債権執行事件，財産開示事件及び第三者

からの情報取得事件を除く民事執行事件

の3分の1

小規模個人再生事件及び給与所得者等再

生事件の2分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申

立事件の4分の1

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律第4章に定める保護命

令申立事件，保護命令の効力停止の申立

事件及び保護命令の取消申立事件の3分

の1

令状事件の8分の1■■■■■■■■■

■■■

裁判官 今野 藍

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9

同時廃止事件を除く破産事件の全部

小規模個人再生事件及び給与所得者等再

生事件を除く再生事件の全部

会社更生事件，会社整理事件及び特別清

算事件の全部

民事保全事件の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申

件及び保護命令の取消申立事件の3分の

2

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の2

分の1

裁判官 佐藤志保

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9

債権執行事件，財産開示事件及び第三者

からの情報取得事件を除く民事執行事件

の3分の1

小規模個人再生事件及び給与所得者等再

生事件の2分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拙又集の処分申

立事件の4分の1

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律第4章に定める保護命

令申立事件，保護命令の効力停止の申立

事件及び保護命令の取消申立事件の3分

の1

G

●

令状事件の8分の1■■■■■■■■

■■■

裁判官 今野 藍

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9

同時廃止事件を除く破産事件の全部

小規模個人再生事件及び給与所得者等再

生事件を除く再生事件の全部

会社更生事件，会社整理事件及び特別清

算事件の全部

民事保全事件（特定電気通信役務提供者

の損害賠償責任の制限及び発信者情報の

開示に関する法律（平成13年法律第1

37号）第4章に定める発信者情報開示

命令事件並びにそれに付随する提供命令

事件及び消去禁止命令事件を含む。 ）の

4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠又集の処分申



【機密性2】

寸事ｲ牛の4，分･の1

令状事件の8分の2

商事非訟事件（過料事件を除く。 ）

裁判官 中川正充

令状事件の8分の1億慈溌鍛這忌舞潟損隷鐸欝

充

(中略）(中略）

附則

この規程は、令和4年1()月1日から施行う

ラ

つo
－
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